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申  入  書 

 

令和６年１月２９日 

 

〒１０３－００２２ 

東京都中央区日本橋室町一丁目１３番１号 

ＤＫノア４Ｆ 

株式会社ふるさと産直村 

代表取締役 河野 憲一  殿 

 

〒０６０－０００４ 

札幌市中央区北４条西１２丁目 1 番５５ほくろうビル３階 

       内閣総理大臣認定 特定適格消費者団体・適格消費者団体 

           特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道 

               理事長 松 久  三 四 彦 

   TEL 011-221-5884  FAX 011-221-5887   

 

第１ はじめに 

 私ども特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道（通称ホクネット。以下

「当法人」といいます。）は、研究者、弁護士、司法書士、消費生活相談員な

どの消費者問題専門家により構成され、消費者被害の防止を目的として、消費

者問題に関する調査、研究、消費者への情報提供等の活動を行っています。当

法人の詳細は、当法人のホ－ムページ（http://www.e-hocnet.info/）をご参

照ください。 

 当法人は、平成２２年２月２５日から、「消費者契約法」に基づき、内閣総

理大臣からの認定を受け、事業者による不当勧誘行為や不当条項使用、不当表

示等に対して差止請求関係業務を行う「適格消費者団体」としての活動を行っ

ています。 

 さらに、当法人は令和３年１０月２０日から、「消費者の財産的被害の集団

的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」（以下「特例法」とい

います。）に基づき、内閣総理大臣からの認定を受け、共通の原因で多数の消

費者に生じた財産的被害に関して集団的被害回復手続を実施する被害回復関係

業務を行う「特定適格消費者団体」としての活動を行っています。 

 消費者契約法に基づく差止請求訴訟や特例法に基づく集団的被害回復手続

（共通義務確認訴訟・簡易確定手続等）の概要に関して、消費者庁作成の広報

用のパンフレットを本書に同封いたしましたのでご覧ください。 

 今般、消費者から当法人に対し、貴社の運営する「お取り寄せ通販専門店 

ふるさと産直村○Ｒ」と称するウェブサイト（以下「貴社ウェブサイト」といい

ます。）に関する情報が寄せられたことから、当法人は、検討の結果、貴社ウ

ェブサイトの価格表示には後記のような問題点があると考えますので、貴社に

対し、以下のとおり申入れを行います。 
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第２ 申入れの趣旨 

 貴社が、一般消費者に対し、貴社ウェブサイトのトップページ

（https://tuuhan.co.jp/）から遷移した下記１ないし７のページを含む、

「通常価格」を比較対照価格とした二重価格表示を中止するよう、申し入れま

す。 

記 

１ 「下関ふぐ本舗」と称する事業者のコーナーをクリックしたページ

（ https://tuuhan.co.jp/%E3%81%B5%E3%81%90%E9%80%9A%E8%B2%A9/ 。 以

下「ページ①」といいます。） 

 

２ 「北海道ヤマタ」と称する事業者のコーナーをクリックしたページ

（https://tuuhan.co.jp/%E8%9F%B9%E9%80%9A%E8%B2%A9/。以下「ページ

②」といいます。） 

 

３ 「若牛牧場」と称する事業者のコーナーをクリックしたページ

（ https://tuuhan.co.jp/%E8%8B%A5%E7%89%9B%E9%80%9A%E8%B2%A9/ 。 以

下「ページ③」といいます。） 

 

４ 「長万部菊田水産」と称する事業者のコーナーをクリックしたページ

（ https://tuuhan.co.jp/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E6%B5%B7%E7%94

%A3%E7%89%A9%E9%80%9A%E8%B2%A9/。以下「ページ④」といいます。） 

 

５ 「下関海産物問屋」と称する事業者のコーナーをクリックしたページ

（ https://tuuhan.co.jp/%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%93%E3%81%86%E9%8D

%8B%E9%80%9A%E8%B2%A9/。以下「ページ⑤」といいます。） 

 

６ 「鰻老舗屋」と称する事業者のコーナーをクリックしたページ

（ https://tuuhan.co.jp/%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%8E%E9%80%9A%E8%B2

%A9/。以下「ページ⑥」といいます。） 

 

７ 「とんちゃん鍋屋」と称する事業者のコーナーをクリックしたページ

（ https://tuuhan.co.jp/%E3%82%82%E3%81%A4%E9%8D%8B%E9%80%9A%E8%B2

%A9/。以下「ページ⑦」といいます。） 

 

 

第３ 申入れの理由 

 １ ページ①について 

⑴ 「国産とらふぐ料理セット＜２～３人前＞」と称する商品（以下「商

品①－１」といいます。）について 

ア 表示内容  

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ①において、商品①－１

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で
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す 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ 特別価格 

４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ①において、商品①－１

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ 特別価格 

４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ①において、商品①－１

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別価格 

５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ①において、商品  

①－１について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別

価格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別価

格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ①において、商品  

①－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特

別価格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別

価格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ①において、商品①

－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特別

価格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別価

格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ①において、商品  

①－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別

価格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別価

格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ①において、商品①－

１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別価格

５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ①において、商品 

①－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別

価格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ①において、商品 

①－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別

価格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ①において、商品 

①－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別価

格５，９８０円（税込）」と表示していました。 
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イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品①－１につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「６，１５６

円」、「７，４５２円」と継続的に表示されていることからすると、

「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品①－

１について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品①－１の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（不当景

品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律１３７号。以下「景品表示

法」といいます。）第３０条第１項第２号）。 

 

⑵ 「国産とらふぐ料理セット＜３～４人前＞」と称する商品（以下「商

品①－２」といいます。）について 

 ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ①において、商品①－２

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別価格 

６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ①において、商品①－２

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別価格 

６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ①において、商品①－２

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格１０，５８４円 ２，１０４円ＯＦＦ！ 特別価格

８，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ①において、商品①－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格１０，５８４円 ２，１０４円ＯＦＦ！ 特別価格

８，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ①において、商品①－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格１０，５８４円 ２，１０４円ＯＦＦ！ 特別価

格８，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ①において、商品 
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①－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格１０，５８４円 ２，１０４円ＯＦＦ！ 特

別価格８，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ①において、商品①－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格１０，５８４円 ２，１０４円ＯＦＦ！ 特別価格

８，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ①において、商品①－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格１０，５８４円 ２，１０４円ＯＦＦ！ 特別価

格８，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ①において、商品 

①－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格１０，５８４円 ２，１０４円ＯＦＦ！ 特

別価格８，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ①において、商品 

①－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格１０，５８４円 ２，１０４円ＯＦＦ！ 特

別価格８，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ①において、商品 

①－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格１０，５８４円 ２，１０４円ＯＦＦ！ 特別

価格８，４８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品①－２につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「８，６４０

円」、「１０，５８４円」と継続的に表示されていることからする

と、「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品

①－２について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品①－２の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑶ 「豪華！ 国産とらふぐ料理セット＜３～４人前＞」と称する商品

（以下「商品①－３」といいます。）について 
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 ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ①において、商品①－３

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格１２，４２０円 ２，４３０円ＯＦＦ！ 特別価格

９，９９０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ①において、商品①－３

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格１２，４２０円 ２，４３０円ＯＦＦ！ 特別価格

９，９９０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ①において、商品①－３

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格１６，２００円 ３，２４０円ＯＦＦ！ 特別価格 

１２，９６０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ①において、商品  

①－３について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別

価格です 通常価格１６，２００円 ３，２４０円ＯＦＦ！ 特別

価格１２，９６０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ①において、商品  

①－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特

別価格です 通常価格１６，２００円 ３，２４０円ＯＦＦ！ 特

別価格１２，９６０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ①において、商品 

①－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格１６，２００円 ３，２４０円ＯＦＦ！ 特

別価格１２，９６０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ①において、商品  

①－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別

価格です 通常価格１６，２００円 ３，２４０円ＯＦＦ！ 特別

価格１２，９６０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ①において、商品  

①－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特

別価格です 通常価格１６，２００円 ３，２４０円ＯＦＦ！ 特

別価格１２，９６０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ①において、商品 

①－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格１６，２００円 ３，２４０円ＯＦＦ！ 特

別価格１２，９６０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ①において、商品 

①－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格１６，２００円 ３，２４０円ＯＦＦ！ 特

別価格１２，９６０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ①において、商品 
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①－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格１６，２００円 ３，２４０円ＯＦＦ！ 特別

価格１２，９６０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品①－３につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「１２，４２０

円」、「１６，２００円」と継続的に表示されていることからする

と、「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品

①－３について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品①－３の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑷ 「国産とらふぐ贅沢三昧セット＜４～５人前＞」と称する商品（以下

「商品①－４」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ①において、商品①－４

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格１６，２００円 ３，２４０円ＯＦＦ！ 特別価格 

１２，９６０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ①において、商品①－４

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格１６，２００円 ３，２４０円ＯＦＦ！ 特別価格 

１２，９６０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ①において、商品①－４

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格１８，３６０円 ３，３８０円ＯＦＦ！ 特別価格 

１４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ①において、商品  

①－４について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別

価格です 通常価格１８，３６０円 ３，３８０円ＯＦＦ！ 特別

価格１４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ①において、商品  

①－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特

別価格です 通常価格１８，３６０円 ３，３８０円ＯＦＦ！ 特
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別価格１４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ①において、商品 

①－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格１８，３６０円 ３，３８０円ＯＦＦ！ 特

別価格１４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ①において、商品  

①－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別

価格です 通常価格１８，３６０円 ３，３８０円ＯＦＦ！ 特別

価格１４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ①において、商品①－

４について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格１８，３６０円 ３，３８０円ＯＦＦ！ 特別価

格１４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ①において、商品 

①－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格１８，３６０円 ３，３８０円ＯＦＦ！ 特

別価格１４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ①において、商品 

①－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格１８，３６０円 ３，３８０円ＯＦＦ！ 特

別価格１４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ①において、商品 

①－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格１８，３６０円 ３，３８０円ＯＦＦ！ 特別

価格１４，９８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品①－４につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「１６，２００

円」、「１８，３６０円」と継続的に表示されていることからする

と、「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品

①－４について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品①－４の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 
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⑸ 「国産とらふぐ贅沢三昧セット＜８～１０人前＞」と称する商品（以

下「商品①－５」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ①において、商品①－５

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格３０，７８０円 ５，９８０円ＯＦＦ！ 特別価格２

４，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ①において、商品①－５

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格３０，７８０円  ５，９８０円ＯＦＦ！ 特別価格

２４，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ①において、商品①－５

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格３６，７２０円 ６，９２０円ＯＦＦ！ 特別価格２

９，８００円（送料無料）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ①において、商品  

①－５について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別

価格です 通常価格３６，７２０円 ６，９２０円ＯＦＦ！ 特別

価格２９，８００円（送料無料）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ①において、商品  

①－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特

別価格です 通常価格３６，７２０円 ６，９２０円ＯＦＦ！ 特

別価格２９，８００円（送料無料）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ①において、商品 

①－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格３６，７２０円 ６，９２０円ＯＦＦ！ 特

別価格２９，８００円（送料無料）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ①において、商品  

①－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別

価格です 通常価格３６，７２０円 ６，９２０円ＯＦＦ！ 特別

価格２９，８００円（送料無料）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ①において、商品①－

５について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格３６，７２０円 ６，９２０円ＯＦＦ！ 特別価

格２９，８００円（送料無料）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ①において、商品 

①－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格３６，７２０円 ６，９２０円ＯＦＦ！ 特

別価格２９，８００円（送料無料）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ①において、商品 

①－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格３６，７２０円  ６，９２０円ＯＦＦ！ 
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特別価格２９，８００円（送料無料）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ①において、商品 

①－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格３６，７２０円  ６，９２０円ＯＦＦ！ 特

別価格２９，８００円（送料無料）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品①－５につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「３０，７８０

円」、「３６，７２０円」と継続的に表示されていることからする

と、「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品

①－５について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品①－５の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑹ 「国産とらふぐ刺しセット＜２～３人前＞」と称する商品（以下

「商品①－６」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ①において、商品①－６

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す  通常価格４，９６８円  ９９８円ＯＦＦ！  特別価格   

３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ①において、商品①－６

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す  通常価格４，９６８円  ９９８円ＯＦＦ！  特別価格   

３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ①において、商品①－６

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格６，１５６円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価格 

４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ①において、商品  

①－６について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別

価格です 通常価格６，１５６円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価

格４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ①において、商品  
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①－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特

別価格です 通常価格６，１５６円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別

価格４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ①において、商品 

①－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格６，１５６円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別

価格４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ①において、商品①－

６について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格６，１５６円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価格

４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ①において、商品①－

６について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格６，１５６円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価格

４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ①において、商品 

①－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格６，１５６円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別

価格４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ①において、商品 

①－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格６，１５６円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別

価格４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ①において、商品 

①－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格６，１５６円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価

格４，９８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品①－６につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「４，９６８

円」、「６，１５６円」と継続的に表示されていることからすると、

「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品①－

６について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品①－６の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表
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示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑺ 「国産とらふぐ刺しセット＜３～４人前＞」と称する商品（以下

「商品①－７」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ①において、商品①－７

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別価格 

５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ①において、商品①－７

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別価格 

５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ①において、商品①－７

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別価格 

５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ①において、商品  

①－７について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別

価格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別価

格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ①において、商品  

①－７について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特

別価格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別

価格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ①において、商品 

①－７について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別

価格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ①において、商品①－

７について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別価格

５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ①において、商品①－

７について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別価格

５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ①において、商品 

①－７について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別

価格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ①において、商品 
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①－７について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別

価格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ①において、商品 

①－７について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別価

格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品①－７につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「７，４５２

円」、「８，６４０円」と継続的に表示されていることからすると、

「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品①－

７について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品①－７の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑻ 「国産とらふぐ刺し５皿セット」と称する商品（以下「商品①－

８」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ①において、商品①－８

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別価格 

５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ①において、商品①－８

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別価格 

５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ①において、商品①－８

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別価格 

５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ①において、商品①－

８について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別価格
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５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ①において、商品①－

８について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別価格

５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ①において、商品 

①－８について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別

価格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ①において、商品  

①－８について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別

価格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別価

格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ①において、商品①－

８について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別価格

５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ①において、商品 

①－８について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別

価格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ①において、商品 

①－８について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別

価格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ①において、商品 

①－８について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別価

格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品①－８につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「７，４５２

円」、「８，６４０円」と継続的に表示されていることからすると、

「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品①－

８について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、
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貴社が供給する商品①－８の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑼ 「国産とらふぐ刺し５皿セット」と称する商品（以下「商品①－

９」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ①において、商品①－９

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格６，４８０円 １，２００円ＯＦＦ！ 特別価格 

５，２８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ①において、商品①－９

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格６，４８０円 １，２００円ＯＦＦ！ 特別価格 

５，２８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ①において、商品①－９

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価格 

６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ①において、商品①－

９について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価格

６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ①において、商品①－

９について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価格

６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ①において、商品 

①－９について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別

価格６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ①において、商品①－

９について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価格

６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ①において、商品①－

９について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価格

６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ①において、商品 

①－９について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別
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価格６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ①において、商品 

①－９について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別

価格６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ①において、商品 

①－９について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価

格６，４８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品①－９につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「６，４８０

円」、「８，１００円」と継続的に表示されていることからすると、

「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品①－

９について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品①－９の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑽ 「国産とらふぐちり たっぷり１ｋｇセット」と称する商品（以下

「商品①－１０」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ①において、商品①－ 

１０について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価

格です 通常価格１２，４２０円 ２，４３０円ＯＦＦ！ 特別価

格９，９９０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ①において、商品①－ 

１０について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価

格です 通常価格１２，４２０円 ２，４３０円ＯＦＦ！ 特別価

格９，９９０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ①において、商品①－ 

１０について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価

格です 通常価格１６，２００円 ３，２４０円ＯＦＦ！ 特別価

格１２，９６０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ①において、商品①－
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１０について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価

格です 通常価格１６，２００円 ３，２４０円ＯＦＦ！ 特別価

格１２，９６０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ①において、商品①－

１０について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別

価格です 通常価格１６，２００円 ３，２４０円ＯＦＦ！ 特別

価格１２，９６０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ①において、商品 

①－１０について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の

特別価格です 通常価格１６，２００円 ３，２４０円ＯＦＦ！ 

特別価格１２，９６０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ①において、商品①－

１０について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価

格です 通常価格１６，２００円 ３，２４０円ＯＦＦ！ 特別価

格１２，９６０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ①において、商品①－

１０について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別

価格です 通常価格１６，２００円 ３，２４０円ＯＦＦ！ 特別

価格１２，９６０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ①において、商品 

①－１０について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の

特別価格です 通常価格１６，２００円 ３，２４０円ＯＦＦ！ 

特別価格１２，９６０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ①において、商品 

①－１０について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の

特別価格です 通常価格１６，２００円 ３，２４０円ＯＦＦ！ 

特別価格１２，９６０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ①において、商品 

①－１０について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特

別価格です 通常価格１６，２００円 ３，２４０円ＯＦＦ！ 特

別価格１２，９６０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品①－１０につ

いて通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売してい

る価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「１２，４２０

円」、「１６，２００円」と継続的に表示されていることからする

と、「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品

①－１０について販売された実績があるとはいえないものです。 
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エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品①－１０の取引条件について、実際のものよりも

取引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品

表示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑾ 「【ふぐちり追加用】国産とらふぐちり用むき身」と称する商品

（以下「商品①－１１」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ①において、商品①－ 

１１について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価

格です 通常価格５，８３２円 １，１５２円ＯＦＦ！ ２００ｇ

入４，６８０円（税込） 通常価格 １３，４２０円 ２，４３０

円ＯＦＦ！ ６００ｇ入９，９９０円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ①において、商品①－ 

１１について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価

格です 通常価格５，８３２円 １，１５２円ＯＦＦ！ ２００ｇ

入４，６８０円（税込） 通常価格 １３，４２０円 ２，４３０

円ＯＦＦ！ ６００ｇ入９，９９０円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ①において、商品①－ 

１１について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価

格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ ２００ｇ

入５，９８０円（税込） 通常価格１６，２００円 ３，２４０円

ＯＦＦ！ ６００ｇ入１２，９６０円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ①において、商品①－

１１について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価

格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ ２００ｇ

入５，９８０円（税込） 通常価格１６，２００円 ３，２４０円

ＯＦＦ！ ６００ｇ入１２，９６０円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ①において、商品①－

１１について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別

価格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ ２００

ｇ入５，９８０円（税込） 通常価格１６，２００円 ３，２４０

円ＯＦＦ！ ６００ｇ入１２，９６０円（税込）」と表示していま

した。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ①において、商品 

①－１１について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の

特別価格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！  
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２００ｇ入５，９８０円（税込）  通常価格１６，２００円   

３，２４０円ＯＦＦ！ ６００ｇ入１２，９６０円（税込）」と表

示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ①において、商品①－

１１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価

格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ ２００ｇ

入５，９８０円（税込） 通常価格１６，２００円 ３，２４０円

ＯＦＦ！ ６００ｇ入 １２，９６０円（税込）」と表示していま

した。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ①において、商品①－

１１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別

価格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ ２００

ｇ入５，９８０円（税込） 通常価格１６，２００円 ３，２４０

円ＯＦＦ！ ６００ｇ入 １２，９６０円（税込）」と表示してい

ました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ①において、商品 

①－１１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の

特別価格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！  

２００ｇ入５，９８０円（税込） 通常価格１６，２００円   

３，２４０円ＯＦＦ！ ６００ｇ入１２，９６０円（税込）」と表

示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ①において、商品 

①－１１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の

特別価格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！  

２００ｇ入５，９８０円（税込） 通常価格１６，２００円   

３，２４０円ＯＦＦ！ ６００ｇ入 １２，９６０円（税込）」と

表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ①において、商品 

①－１１について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特

別価格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！   

２００ｇ入５，９８０円（税込） 通常価格１６，２００円   

３，２４０円ＯＦＦ！ ６００ｇ入１２，９６０円（税込）」と表

示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品①－１１につ

いて通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売してい

る価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「５，８３２

円」、「１３，４２０円」、「７，４５２円」、「１６，２００円」
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と継続的に表示されていることからすると、「通常価格」と称する価

格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品①－１１について販売された

実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品①－１１の取引条件について、実際のものよりも

取引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品

表示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑿ 「国産とらふぐ生茶漬け（柚子風味）」と称する商品（以下「商品

①－１２」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ①において、商品①－ 

１２について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価

格です 通常価格３，０７８円 ５９８円ＯＦＦ！ 特別価格 

２，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ①において、商品①－ 

１２について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価

格です 通常価格３，０７８円 ５９８円ＯＦＦ！ 特別価格 

２，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ①において、商品①－ 

１２について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価

格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ 特別価格 

２，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ①において、商品①－

１２について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価

格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ 特別価格 

２，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ①において、商品①－

１２について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別

価格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ 特別価格

２，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ①において、商品 

①－１２について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の

特別価格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ 特別価

格２，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ①において、商品①－

１２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価

格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ 特別価格 

２，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ①において、商品①－

１２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別
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価格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ 特別価格

２，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ①において、商品 

①－１２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の

特別価格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ 特別価

格２，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ①において、商品 

①－１２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の

特別価格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ 特別価

格２，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ①において、商品 

①－１２について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特

別価格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ 特別価格

２，９８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品①－１２につ

いて通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売してい

る価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「３，０７８

円」、「３，６７２円」と継続的に表示されていることからすると、

「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品①－

１２について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品①－１２の取引条件について、実際のものよりも

取引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品

表示法第３０条第１項第２号）。 

 

⒀ 「訳あり！ 国産とらふぐちり・唐揚げ用あら１ｋｇ）」と称する商

品（以下「商品①－１３」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ①において、商品①－ 

１３について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価

格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！ 特別価格 

３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ①において、商品①－ 

１３について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価

格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！ 特別価格 

３，９８０円（税込）」と表示していました。 
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(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ①において、商品①－ 

１３について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価

格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！ 特別価格 

３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ①において、商品  

①－１３について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特

別価格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！ 特別価格

３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ①において、商品  

①－１３について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の

特別価格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！ 特別価

格３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ①において、商品 

①－１３について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の

特別価格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！ 特別価

格３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ①において、商品①－

１３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価

格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！ 特別価格 

３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ①において、商品①－

１３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別

価格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！ 特別価格

３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ①において、商品 

①－１３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の

特別価格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！ 特別価

格３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ①において、商品 

①－１３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の

特別価格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！ 特別価

格３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ①において、商品 

①－１３について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特

別価格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！ 特別価格

３，９８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品①－１３につ

いて通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売してい

る価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 
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実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「４，９６８円」

と継続的に表示されていることからすると、「通常価格」と称する価

格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品①－１３について販売された

実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品①－１３の取引条件について、実際のものよりも

取引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品

表示法第３０条第１項第２号）。 

 

 ２ ページ②について 

⑴ 「身入り良い堅蟹を厳選！ 三大蟹の味比べ三昧セット」と称する商

品（以下「商品②－１」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ②において、商品②－１

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格２４，３００円 ４，５００円ＯＦＦ！ ２～３人前

１９，８００円（税込） 通常価格３１，８６０円 ６，０６０円

ＯＦＦ！ ３～４人前 ２５，８００円（送料無料） 通常価格 

３９，４２０円 ７，６２０円ＯＦＦ！ ４～５人前３１，８００

円（送料無料）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ②において、商品②－１

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格２４，３００円 ４，５００円ＯＦＦ！ ２～３人前

１９，８００円（税込） 通常価格３１，８６０円 ６，０６０円

ＯＦＦ！ ３～４人前 ２５，８００円（送料無料） 通常価格 

３９，４２０円 ７，６２０円ＯＦＦ！ ４～５人前３１，８００

円（送料無料）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ②において、商品②－１

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格２４，３００円 ４，５００円ＯＦＦ！ ２～３人前

１９，８００円（税込） 通常価格２８，０８０円 ５，２８０円

ＯＦＦ！ ３～４人前 ２２，８００円（送料無料） 通常価格 

３４，５６０円 ６，７６０円ＯＦＦ！ ４～５人前２７，８００

円（送料無料）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ②において、商品②－

１について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格２４，３００円 ４，５００円ＯＦＦ！ ２～３人

前１９，８００円（税込） 通常価格２８，０８０円 ５，２８０

円ＯＦＦ！ ３～４人前 ２２，８００円（送料無料） 通常価格

３４，５６０円 ６，７６０円ＯＦＦ！ ４～５人前２７，８００
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円（送料無料）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ②において、商品②－

１について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格２４，３００円 ４，５００円ＯＦＦ！ ２～３

人前１９，８００円（税込）  通常価格２８，０８０円    

５，２８０円ＯＦＦ！ ３～４人前 ２２，８００円（送料無料） 

通常価格３４，５６０円 ６，７６０円ＯＦＦ！ ４～５人前  

２７，８００円（送料無料）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ②において、商品 

②－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格２４，３００円 ４，５００円ＯＦＦ！  

２～３人前 １９，８００円（税込） 通常価格２８，０８０円  

５，２８０円ＯＦＦ！ ３～４人前 ２２，８００円（送料無料） 

通常価格３４，５６０円 ６，７６０円ＯＦＦ！ ４～５人前  

２７，８００円（送料無料）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ②において、商品②－

１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格２４，３００円 ４，５００円ＯＦＦ！ ２～３人

前１９，８００円（税込） 通常価格２８，０８０円 ５，２８０

円ＯＦＦ！ ３～４人前 ２２，８００円（送料無料） 通常価格

３４，５６０円 ６，７６０円ＯＦＦ！ ４～５人前２７，８００

円（送料無料）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ②において、商品②－

１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格２４，３００円 ４，５００円ＯＦＦ！ ２～３

人前１９，８００円（税込）  通常価格２８，０８０円    

５，２８０円ＯＦＦ！ ３～４人前 ２２，８００円（送料無料） 

通常価格３４，５６０円 ６，７６０円ＯＦＦ！ ４～５人前  

２７，８００円（送料無料）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ②において、商品 

②－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格２４，３００円 ４，５００円ＯＦＦ！  

２～３人前１９，８００円（税込） 通常価格２８，０８０円  

５，２８０円ＯＦＦ！ ３～４人前 ２２，８００円（送料無料） 

通常価格３４，５６０円 ６，７６０円ＯＦＦ！ ４～５人前  

２７，８００円（送料無料）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ②において、商品 

②－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格２４，３００円 ４，５００円ＯＦＦ！  

２～３人前１９，８００円（税込） 通常価格２８，０８０円  

５，２８０円ＯＦＦ！ ３～４人前 ２２，８００円（送料無料） 

通常価格３４，５６０円 ６，７６０円ＯＦＦ！ ４～５人前  
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２７，８００円（送料無料）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ②において、商品 

②－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格２４，３００円 ４，５００円ＯＦＦ！ ２～

３人前１９，８００円（税込）  通常価格２８，０８０円   

５，２８０円ＯＦＦ！ ３～４人前２２，８００円（送料無料） 

通常価格３４，５６０円 ６，７６０円ＯＦＦ！ ４～５人前  

２７，８００円（送料無料）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品②－１につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「２４，３００

円」、「３１，８６０円」、「３９，４２０円」、「２４，３００

円」、「２８，０８０円」、「３４，５６０円」と継続的に表示され

ていることからすると、「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサ

イトにおいて、商品②－１について販売された実績があるとはいえな

いものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品②－１の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑵ 「北海道直送！ 上品な甘み溢れる深海のズワイガニ姿」と称する商

品（以下「商品②－２」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ②において、商品②－２

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ ６００ｇ前後

５，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 １，６６０円  

ＯＦＦ！ ８００ｇ前後６，９８０円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ②において、商品②－２

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ ６００ｇ前後

５，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 １，６６０円  

ＯＦＦ！ ８００ｇ前後６，９８０円（税込）」と表示していまし

た。 
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(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ②において、商品②－２

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ ６００ｇ前後

４，９８０円（税込） 通常価格７，４５２円 １，４７２円  

ＯＦＦ！ ８００ｇ前後５，９８０円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ②において、商品  

②－２について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別

価格です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ ６００

ｇ前後４，９８０円（税込） 通常価格７，４５２円 １，４７２

円ＯＦＦ！ ８００ｇ前後５，９８０円（税込）」と表示していま

した。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ②において、商品②－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ ６００ｇ

前後４，９８０円（税込） 通常価格７，４５２円 １，４７２円

ＯＦＦ！ ８００ｇ前後５，９８０円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ②において、商品 

②－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！   

６００ｇ前後４，９８０円（税込） 通常価格７，４５２円  

１，４７２円ＯＦＦ！ ８００ｇ前後５，９８０円（税込）」と表

示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ②において、商品②－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ ６００ｇ前

後４，９８０円（税込） 通常価格７，４５２円 １，４７２円 

ＯＦＦ！ ８００ｇ前後５，９８０円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ②において、商品②－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ ６００ｇ

前後４，９８０円（税込） 通常価格７，４５２円 １，４７２円

ＯＦＦ！ ８００ｇ前後５，９８０円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ②において、商品 

②－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！   

６００ｇ前後 ４，９８０円（税込） 通常価格７，４５２円  

１，４７２円ＯＦＦ！ ８００ｇ前後５，９８０円（税込）」と表

示していました。 
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(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ②において、商品 

②－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！   

６００ｇ前後４，９８０円（税込） 通常価格７，４５２円   

１，４７２円ＯＦＦ！ ８００ｇ前後５，９８０円（税込）」と表

示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ②において、商品 

②－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ ６００

ｇ前後４，９８０円（税込） 通常価格７，４５２円 １，４７２

円ＯＦＦ！ ８００ｇ前後５，９８０円（税込）」と表示していま

した。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品②－２につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「７，４５２

円」、「８，６４０円」、「６，１５６円」、「７，４５２円」と継

続的に表示されていることからすると、「通常価格」と称する価格

は、貴社ウェブサイトにおいて、商品②－２について販売された実績

があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品②－２の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑶ 「北海道直送！ 上品な甘み溢れる深海のズワイガニ脚」と称する商

品（以下「商品②－３」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ②において、商品②－３

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格１０，５８４円 ２，１０４円ＯＦＦ！ １ｋｇ入

８，４８０円（税込） 通常価格２０，５２０円 ３，７２０円 

ＯＦＦ！ ２ｋｇ前後１６，８００円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ②において、商品②－３

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格１０，５８４円 ２，１０４円ＯＦＦ！ １ｋｇ入
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８，４８０円（税込） 通常価格２０，５２０円 ３，７２０円 

ＯＦＦ！ ２ｋｇ入１６，８００円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ②において、商品②－３

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ １ｋｇ入 

７，９８０円（税込） 通常価格１９，４４０円 ３，６４０円 

ＯＦＦ！ ２ｋｇ入 １５，８００円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ②において、商品②－

３について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ １ｋｇ入

７，９８０円（税込） 通常価格１９，４４０円 ３，６４０円 

ＯＦＦ！ ２ｋｇ入１５，８００円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ②において、商品②－

３について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ １ｋｇ入

７，９８０円（税込） 通常価格１９，４４０円 ３，６４０円 

ＯＦＦ！ ２ｋｇ入１５，８００円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ②において、商品 

②－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！   

１ｋｇ入７，９８０円（税込）  通常価格１９，４４０円    

３，６４０円ＯＦＦ！ ２ｋｇ入１５，８００円（税込）」と表示

していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ②において、商品  

②－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別

価格です  通常価格９，９３６円  １，９５６円ＯＦＦ！    

１ｋｇ入７，９８０円（税込）  通常価格１９，４４０円    

３，６４０円ＯＦＦ！ ２ｋｇ入１５，８００円（税込）」と表示

していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ②において、商品②－

３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ １ｋｇ入

７，９８０円（税込） 通常価格１９，４４０円 ３，６４０円 

ＯＦＦ！ ２ｋｇ入１５，８００円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ②において、商品 

②－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！   
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１ｋｇ入７，９８０円（税込）  通常価格１９，４４０円    

３，６４０円ＯＦＦ！ ２ｋｇ入１５，８００円（税込）」と表示

していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ②において、商品 

②－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！   

１ｋｇ入７，９８０円（税込）  通常価格１９，４４０円    

３，６４０円ＯＦＦ！ ２ｋｇ入１５，８００円（税込）」と表示

していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ②において、商品 

②－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ １ｋｇ

入７，９８０円（税込） 通常価格１９，４４０円 ３，６４０円 

ＯＦＦ！ ２ｋｇ入１５，８００円（税込）」と表示していまし

た。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品②－３につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「１０，５８４

円」、「２０，５２０円」、「９，９３６円」、「１９，４４０円」

と継続的に表示されていることからすると、「通常価格」と称する価

格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品②－３について販売された実

績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品②－３の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑷ 「北海道直送！ 迫力の食べ応え深海の本タラバガニ脚」と称する商

品（以下「商品②－４」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ②において、商品②－４

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格１９，９４０円  ３，６４０円ＯＦＦ！ ８００ｇ

入１５，８００円（税込） 通常価格３７，２６０円 ７，２８０

円ＯＦＦ！ １．６ｋｇ入 ２９，９８０円（送料無料）」と表示

していました。 
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(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ②において、商品②－４

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格１９，９４０円 ３，６４０円ＯＦＦ！ ８００ｇ入

１５，８００円（税込） 通常価格３７，２６０円 ７，２８０円

ＯＦＦ！ １．６ｋｇ入 ２９，９８０円（送料無料）」と表示し

ていました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ②において、商品②－４

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格１４，５８０円 ２，６００円ＯＦＦ！ ８００ｇ入

１１，９８０円（税込） 通常価格２９，７００円  ５，９００

円ＯＦＦ！ １．６ｋｇ入 ２３，８００円（送料無料）」と表示

していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ②において、商品②－

４について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格１４，５８０円 ２，６００円ＯＦＦ！ ８００ｇ

入１１，９８０円（税込） 通常価格２９，７００円 ５，９００

円ＯＦＦ！ １．６ｋｇ入２３，８００円（送料無料）」と表示し

ていました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ②において、商品②－

４について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格１４，５８０円 ２，６００円ＯＦＦ！ ８００

ｇ入１１，９８０円（税込）  通常価格２９，７００円    

５，９００円ＯＦＦ！ １．６ｋｇ入 ２３，８００円（送料無

料）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ②において、商品 

②－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格１４，５８０円 ２，６００円ＯＦＦ！   

８００ｇ入１１，９８０円（税込） 通常価格２９，７００円  

５，９００円ＯＦＦ！ １．６ｋｇ入２３，８００円（送料無

料）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ②において、商品②－

４について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格１４，５８０円 ２，６００円ＯＦＦ！ ８００ｇ

入１１，９８０円（税込） 通常価格２９，７００円 ５，９００

円ＯＦＦ！ １．６ｋｇ入 ２３，８００円（送料無料）」と表示

していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ②において、商品②－

４について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格１４，５８０円 ２，６００円ＯＦＦ！ ８００

ｇ入１１，９８０円（税込）  通常価格２９，７００円    

５，９００円ＯＦＦ！ １．６ｋｇ入 ２３，８００円（送料無

料）」と表示していました。 
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(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ②において、商品 

②－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格１４，５８０円 ２，６００円ＯＦＦ！  

８００ｇ入１１，９８０円（税込） 通常価格２９，７００円  

５，９００円ＯＦＦ！ １．６ｋｇ入 ２３，８００円（送料無

料）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ②において、商品 

②－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格１４，５８０円 ２，６００円ＯＦＦ！  

８００ｇ入１１，９８０円（税込） 通常価格２９，７００円  

５，９００円ＯＦＦ！ １．６ｋｇ入２３，８００円（送料無

料）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ②において、商品 

②－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格１４，５８０円 ２，６００円ＯＦＦ！   

８００ｇ入１１，９８０円（税込） 通常価格２９，７００円  

５，９００円ＯＦＦ！ １．６ｋｇ入 ２３，８００円（送料無

料）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品②－４につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「１９，９４０

円」、「３７，２６０円」、「１４，５８０円」、「２９，７００

円」と継続的に表示されていることからすると、「通常価格」と称す

る価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品②－４について販売され

た実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品②－４の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑸ 「北海道直送！ 殻剥きズワイガニ一番脚」と称する商品（以下「商

品②－５」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ②において、商品②－５

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格１２，４２０円 ２，４３０円ＯＦＦ！ ５００ｇ入
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９，９９０円（税込） 通常価格２４，３００円 ４，５００円 

ＯＦＦ！  １ｋｇ入り１９，８００円（税込）  通常価格    

３６，１００円  ７，２００円ＯＦＦ！  １．５ｋｇ入     

２８，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ②において、商品②－５

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格１２，４２０円  ２，４３０円ＯＦＦ！ ５００ｇ

入９，９９０円（税込） 通常価格２４，３００円 ４，５００円

ＯＦＦ！  １ｋｇ入り１９，８００円（税込）  通常価格    

３６，１００円  ７，２００円ＯＦＦ！  １．５ｋｇ入     

２８，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ②において、商品②－５

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ ５００ｇ入

７，９８０円（税込） 通常価格１９，４４０円 ３，６４０円 

ＯＦＦ！  １ｋｇ入り１５，８００円（税込）  通常価格    

２８，６２０円  ５，６４０円ＯＦＦ！  １．５ｋｇ入     

２２，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ②において、商品②－

５について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ ５００ｇ入

７，９８０円（税込） 通常価格１９，４４０円 ３，６４０円 

ＯＦＦ！  １ｋｇ入り１５，８００円（税込）  通常価格    

２８，６２０円  ５，６４０円ＯＦＦ！  １．５ｋｇ入     

２２，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ②において、商品②－

５について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ ５００ｇ

入７，９８０円（税込） 通常価格１９，４４０円 ３，６４０円

ＯＦＦ！  １ｋｇ入り１５，８００円（税込）  通常価格    

２８，６２０円  ５，６４０円ＯＦＦ！  １．５ｋｇ入     

２２，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ②において、商品 

②－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！   

５００ｇ入７，９８０円（税込）  通常価格１９，４４０円  

３，６４０円ＯＦＦ！ １ｋｇ入り１５，８００円（税込） 通常

価格２８，６２０円 ５，６４０円ＯＦＦ！  １．５ｋｇ入     

２２，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ②において、商品②－

５について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ ５００ｇ入
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７，９８０円（税込） 通常価格１９，４４０円 ３，６４０円 

ＯＦＦ！  １ｋｇ入り１５，８００円（税込）  通常価格    

２８，６２０円  ５，６４０円ＯＦＦ！  １．５ｋｇ入     

２２，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ②において、商品②－

５について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ ５００ｇ

入７，９８０円（税込） 通常価格１９，４４０円 ３，６４０円

ＯＦＦ！  １ｋｇ入り１５，８００円（税込）  通常価格    

２８，６２０円  ５，６４０円ＯＦＦ！  １．５ｋｇ入     

２２，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ②において、商品 

②－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！   

５００ｇ入７，９８０円（税込） 通常価格１９，４４０円    

３，６４０円ＯＦＦ！ １ｋｇ入り１５，８００円（税込） 通常

価格２８，６２０円 ５，６４０円ＯＦＦ！  １．５ｋｇ入   

２２，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ②において、商品 

②－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！   

５００ｇ入７，９８０円（税込） 通常価格１９，４４０円   

３，６４０円ＯＦＦ！ １ｋｇ入り１５，８００円（税込） 通常

価格２８，６２０円 ５，６４０円ＯＦＦ！  １．５ｋｇ入   

２２，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ②において、商品 

②－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格９，９３６円  １，９５６円ＯＦＦ！   

５００ｇ入７，９８０円（税込） 通常価格１９，４４０円   

３，６４０円ＯＦＦ！ １ｋｇ入り１５，８００円（税込） 通常

価格２８，６２０円 ５，６４０円ＯＦＦ！  １．５ｋｇ入   

２２，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品②－５につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「１２，４２０

円」、「２４，３００円」、「３６，１００円」、「９，９３６

円」、「１９，９４０円」、「２８，６２０円」と継続的に表示され
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ていることからすると、「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサ

イトにおいて、商品②－５について販売された実績があるとはいえな

いものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品②－５の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑹ 「北海道直送！ 殻剥き本タラバガニ一番脚」と称する商品（以下

「商品②－６」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ②において、商品②－６

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格１４，５８０円 ２，６００円ＯＦＦ！ ４００ｇ入

１１，９８０円（税込） 通常価格２９，７００円 ５，９００円

ＯＦＦ！  ８００ｇ入２３，８００円（税込）  通常価格    

４３，２００円  ８，４００円ＯＦＦ！  １．２ｋｇ入     

３４，８００円（送料無料）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ②において、商品②－６

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格１４，５８０円 ２，６００円ＯＦＦ！ ４００ｇ入

１１，９８０円（税込） 通常価格２９，７００円 ５，９００円

ＯＦＦ！  ８００ｇ入２３，８００円（税込）  通常価格    

４３，２００円  ８，４００円ＯＦＦ！  １．２ｋｇ入     

３４，８００円（送料無料）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ②において、商品②－６

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格１２，４２０円 ２，４４０円ＯＦＦ！ ４００ｇ入

９，９８０円（税込） 通常価格２４，３００円 ４，５００円 

ＯＦＦ！  ８００ｇ入１９，８００円（税込）  通常価格    

３６，１８０円  ７，２００円ＯＦＦ！  １．２ｋｇ入     

２８，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ②において、商品②－

６について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格１２，４２０円 ２，４４０円ＯＦＦ！ ４００ｇ

入９，９８０円（税込） 通常価格２４，３００円 ４，５００円

ＯＦＦ！  ８００ｇ入１９，８００円（税込）  通常価格    

３６，１８０円  ７，２００円ＯＦＦ！  １．２ｋｇ入     

２８，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ②において、商品②－

６について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価



 ３５  

格です 通常価格１２，４２０円 ２，４４０円ＯＦＦ！ ４００

ｇ入９，９８０円（税込） 通常価格２４，３００円 ４，５００

円ＯＦＦ！ ８００ｇ入１９，８００円（税込）  通常価格   

３６，１８０円  ７，２００円ＯＦＦ！  １．２ｋｇ入     

２８，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ②において、商品 

②－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格１２，４２０円 ２，４４０円ＯＦＦ！  

４００ｇ入９，９８０円（税込）  通常価格２４，３００円   

４，５００円ＯＦＦ！ ８００ｇ入１９，８００円（税込） 通常

価格３６，１８０円 ７，２００円ＯＦＦ！  １．２ｋｇ入   

２８，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ②において、商品②－

６について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格１２，４２０円 ２，４４０円ＯＦＦ！ ４００ｇ

入９，９８０円（税込） 通常価格２４，３００円 ４，５００円

ＯＦＦ！  ８００ｇ入１９，８００円（税込）  通常価格    

３６，１８０円  ７，２００円ＯＦＦ！  １．２ｋｇ入     

２８，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ②において、商品②－

６について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格１２，４２０円 ２，４４０円ＯＦＦ！ ４００

ｇ入９，９８０円（税込） 通常価格２４，３００円 ４，５００

円ＯＦＦ！ ８００ｇ入 １９，８００円（税込） 通常価格  

３６，１８０円  ７，２００円ＯＦＦ！  １．２ｋｇ入     

２８，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ②において、商品 

②－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格１２，４２０円 ２，４４０円ＯＦＦ！  

４００ｇ入９，９８０円（税込） 通常価格２４，３００円   

４，５００円ＯＦＦ！ ８００ｇ入１９，８００円（税込） 通常

価格３６，１８０円 ７，２００円ＯＦＦ！  １．２ｋｇ入   

２８，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ②において、商品 

②－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格１２，４２０円 ２，４４０円ＯＦＦ！  

４００ｇ入９，９８０円（税込） 通常価格２４，３００円   

４，５００円ＯＦＦ！ ８００ｇ入１９，８００円（税込） 通常

価格３６，１８０円 ７，２００円ＯＦＦ！  １．２ｋｇ入   

２８，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ②において、商品 

②－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別
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価格です 通常価格１２，４２０円 ２，４４０円ＯＦＦ！   

４００ｇ入９，９８０円（税込） 通常価格２４，３００円   

４，５００円ＯＦＦ！ ８００ｇ入１９，８００円（税込） 通常

価格３６，１８０円 ７，２００円ＯＦＦ！  １．２ｋｇ入   

２８，９８０円（送料無料）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品②－６につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「１４，５８０

円」、「２９，７００円」、「４３，２００円」、「１２，４２０

円」、「２４，３００円」、「３６，１８０円」と継続的に表示され

ていることからすると、「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサ

イトにおいて、商品②－６について販売された実績があるとはいえな

いものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品②－６の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

 ３ ページ③について 

貴社は、ページ③において、「【若牛１００％粗挽き肉】生産牧場直

送！ 上州ふるさと若牛ハンブルグステーキ」と称する商品（以下「商品

③」といいます。）について、下記⑴のとおり表示していました。 

⑴ 表示内容 

ア 令和５年７月１日以降、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄

の特別価格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！ ３個入 

３，９８０円（税込） 通常価格７，２３６円 １，４５８円ＯＦ

Ｆ！ ５個入５，７８０円（税込） 通常価格１０，５８４円  

２，１０４円ＯＦＦ！ ８個入８，４８０円（税込）」 

イ 令和５年８月１日以降、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄

の特別価格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！ ３個

入 ３，９８０円（税込） 通常価格７，２３６円 １，４５８円

ＯＦＦ！ ５個入５，７８０円（税込） 通常価格１０，５８４円 

２，１０４円ＯＦＦ！ ８個入８，４８０円（税込）」」 

ウ 令和５年９月１日以降、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄

の特別価格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！ ３個

入 ３，９８０円（税込） 通常価格７，２３６円 １，４５８円
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ＯＦＦ！ ５個入５，７８０円（税込） 通常価格１０，５８４円 

２，１０４円ＯＦＦ！ ８個入８，４８０円（税込）」 

エ 令和５年９月１６日以降、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日

迄の特別価格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！  

３個入３，９８０円（税込） 通常価格７，２３６円 １，４５８

円ＯＦＦ！ ５個入５，７８０円（税込） 通常価格１０，５８４

円 ２，１０４円ＯＦＦ！ ８個入８，４８０円（税込）」 

オ 令和５年１０月１日以降、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５

日迄の特別価格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！ 

３個入３，９８０円（税込） 通常価格７，２３６円 １，４５８

円ＯＦＦ！ ５個入５，７８０円（税込） 通常価格１０，５８４

円 ２，１０４円ＯＦＦ！ ８個入８，４８０円（税込）」」 

カ 令和５年１０月１６日以降、「割引キャンペ－ン延長！ １０月 

３１日迄の特別価格です  通常価格４，９６８円  ９８８円   

ＯＦＦ！ ３個入３，９８０円（税込） 通常価格７，２３６円 

１，４５８円ＯＦＦ！ ５個入５，７８０円（税込） 通常価格 

１０，５８４円 ２，１０４円ＯＦＦ！ ８個入８，４８０円（税

込）」」 

キ 令和５年１１月１日以降、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日

迄の特別価格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！ ３

個入３，９８０円（税込） 通常価格７，２３６円 １，４５８円

ＯＦＦ！ ５個入５，７８０円（税込） 通常価格１０，５８４円 

２，１０４円ＯＦＦ！ ８個入８，４８０円（税込）」 

ク 令和５年１１月８日以降、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４

日迄の特別価格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！ 

３個入３，９８０円（税込） 通常価格７，２３６円 １，４５８

円ＯＦＦ！ ５個入５，７８０円（税込） 通常価格１０，５８４

円 ２，１０４円ＯＦＦ！ ８個入８，４８０円（税込）」」 

ケ 令和５年１１月１５日以降、「割引キャンペ－ン延長！ １１月 

２１日迄の特別価格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！ 

３個入３，９８０円（税込） 通常価格７，２３６円 １，４５８円

ＯＦＦ！ ５個入５，７８０円（税込） 通常価格１０，５８４円 

２，１０４円ＯＦＦ！ ８個入８，４８０円（税込）」」 

コ 令和５年１１月２２日以降、「割引キャンペ－ン延長！ １１月 

２８日迄の特別価格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！ 

３個入３，９８０円（税込） 通常価格７，２３６円 １，４５８円

ＯＦＦ！ ５個入５，７８０円（税込） 通常価格 １０，５８４円 

２，１０４円ＯＦＦ！ ８個入８，４８０円（税込）」 

サ 令和５年１１月２９日以降、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５

日迄の特別価格です 通常価格４，９６８円 ９８８円ＯＦＦ！ ３

個入３，９８０円（税込） 通常価格７，２３６円 １，４５８円 

ＯＦＦ！ ５個入５，７８０円（税込） 通常価格１０，５８４円 
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２，１０４円ＯＦＦ！ ８個入８，４８０円（税込）」 

⑵ 一般消費者の認識 

前記⑴アないしサのいずれかの表示に接した一般消費者は、あたか

も、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品③について通常販

売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している価格よりも

安いものと認識します。 

⑶ 実際 

実際には、前記⑴のとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年１２

月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「４，９６８円」、

「７，２３６円」、「１０，５８４円」と継続的に表示されていること

からすると、「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおい

て、商品③について販売された実績があるとはいえないものです。 

⑷ 小括 

貴社による前記⑴の表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、貴

社が供給する商品③の取引条件について、実際のものよりも取引の相手

方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表示法第３０

条第１項第２号）。 

 

 ４ ページ④について 

⑴ 「宝石のような輝き！ 北海道産天然秋鮭いくら醤油漬」（遅くとも

令和５年１１月１日から同年１２月２７日までの間においては、 

「【２０２３年新物入荷！】宝石のような輝き！ 北海道産天然秋鮭い

くら醤油漬」）と称する商品（以下「商品④－１」といいます。）につ

いて 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ④において、商品④－１

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格４，９６８円 ９７８円ＯＦＦ！ ２００ｇ入  

３，９９０円（税込） 通常価格 １１，８８０円 ２，０８０円

ＯＦＦ！ ５００ｇ入９，８００円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ④において、商品④－１

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格４，９６８円 ９７８円ＯＦＦ！ ２００ｇ入  

３，９９０円（税込） 通常価格１１，８８０円 ２，０８０円 

ＯＦＦ！ ５００ｇ入９，８００円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ④において、商品④－１

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格４，９６８円 ９７８円ＯＦＦ！ ２００ｇ入  

３，９９０円（税込） 通常価格１１，８８０円 ２，０８０円 

ＯＦＦ！ ５００ｇ入９，８００円（税込）」と表示していまし
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た。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ④において、商品④－

１について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格４，９６８円 ９７８円ＯＦＦ！ ２００ｇ入 

３，９９０円（税込） 通常価格１１，８８０円 ２，０８０円 

ＯＦＦ！ ５００ｇ入９，８００円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ④において、商品④－

１について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格４，９６８円 ９７８円ＯＦＦ！ ２００ｇ入

３，９９０円（税込） 通常価格１１，８８０円 ２，０８０円 

ＯＦＦ！ ５００ｇ入９，８００円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ④において、商品 

④－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格４，９６８円 ９７８円ＯＦＦ！ ２００ｇ

入３，９９０円（税込） 通常価格１１，８８０円 ２，０８０円

ＯＦＦ！ ５００ｇ入９，８００円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ④において、商品④－

１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格４，９６８円 ９７８円ＯＦＦ！ ２００ｇ入 

３，９９０円（税込） 通常価格１１，８８０円 ２，０８０円 

ＯＦＦ！ ５００ｇ入９，８００円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ④において、商品  

④－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特

別価格です 通常価格４，９６８円 ９７８円ＯＦＦ！ ２００ｇ

入 ３，９９０円（税込） 通常価格１１，８８０円 ２，０８０

円ＯＦＦ！ ５００ｇ入９，８００円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ④において、商品 

④－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格４，９６８円 ９７８円ＯＦＦ！ ２００ｇ

入３，９９０円（税込） 通常価格１１，８８０円 ２，０８０円

ＯＦＦ！ ５００ｇ入９，８００円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ④において、商品 

④－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格４，９６８円 ９７８円ＯＦＦ！ ２００ｇ

入３，９９０円（税込） 通常価格１１，８８０円 ２，０８０円

ＯＦＦ！ ５００ｇ入９，８００円（税込）」と表示していまし
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た。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ④において、商品 

④－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格４，９６８円  ９７８円ＯＦＦ！ ２００ｇ

入３，９９０円（税込） 通常価格１１，８８０円 ２，０８０円

ＯＦＦ！ ５００ｇ入９，８００円（税込）」と表示していまし

た。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品④－１につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「４，９６８

円」、「１１，８８０円」と継続的に表示されていることからする

と、「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品

④－１について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品④－１の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑵ 「北海道直送！ 食べ応え抜群数の子入り松前漬」と称する商品（以

下「商品④－２」といいます。）について 

 ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ④において、商品④－２

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す  通常価格３，４５６円  ６７６円ＯＦＦ！  特別価格   

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ④において、商品④－２

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す  通常価格３，４５６円  ６７６円ＯＦＦ！  特別価格   

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ④において、商品④－２

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す  通常価格３，４５６円  ６７６円ＯＦＦ！  特別価格   

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ④において、商品④－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格  
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２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ④において、商品④－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格 

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ④において、商品 

④－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ④において、商品④－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格  

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ④において、商品④－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格 

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ④において、商品 

④－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ④において、商品 

④－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ④において、商品 

④－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品④－２につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「３，４５６円」

と継続的に表示されていることからすると、「通常価格」と称する価

格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品④－２について販売された実

績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、
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貴社が供給する商品④－２の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑶ 「北海道直送！ やみつきツブ貝入り数の子松前漬」と称する商品

（以下「商品④－３」といいます。）について 

 ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ④において、商品④－３

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格３，４５６円 ６７６円 ＯＦＦ！ 特別価格  

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ④において、商品④－３

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す  通常価格３，４５６円  ６７６円ＯＦＦ！  特別価格   

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ④において、商品④－３

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す  通常価格３，４５６円  ６７６円ＯＦＦ！  特別価格   

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ④において、商品④－

３について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格  

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ④において、商品④－

３について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格 

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ④において、商品 

④－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ④において、商品④－

３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格  

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ④において、商品④－

３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格 

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ④において、商品 

④－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格
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２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ④において、商品 

④－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ④において、商品 

④－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品④－３につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「１２，４２０

円」、「１６，２００円」と継続的に表示されていることからする

と、「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品

④－３について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品④－３の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑷ 「北海道直送！ 絶品タコ刺し入り数の子松前漬」と称する商品（以

下「商品④－４」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ④において、商品④－４

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す  通常価格３，４５６円  ６７６円ＯＦＦ！  特別価格   

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ④において、商品④－４

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す  通常価格３，４５６円  ６７６円ＯＦＦ！  特別価格   

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ④において、商品④－４

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す  通常価格３，４５６円  ６７６円ＯＦＦ！  特別価格   

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ④において、商品④－
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４について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格  

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ④において、商品④－

４について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格 

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ④において、商品 

④－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ④において、商品④－

４について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格  

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ④において、商品④－

４について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格 

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ④において、商品 

④－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ④において、商品 

④－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ④において、商品④

－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別価

格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格 

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品④－４につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「３，４５６円」

と継続的に表示されていることからすると、「通常価格」と称する価

格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品④－４について販売された実

績があるとはいえないものです。 
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エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品④－４の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑸ 「北海道直送！ 噴火湾産ホタテ入り数の子松前漬」と称する商品

（以下「商品④－５」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ④において、商品④－５

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す  通常価格３，６７２円  ６９２円ＯＦＦ！  特別価格   

２，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ④において、商品④－５

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す  通常価格３，６７２円  ６９２円ＯＦＦ！  特別価格   

２，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ④において、商品④－５

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す  通常価格３，６７２円  ６９２円ＯＦＦ！  特別価格   

２，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ④において、商品④－

５について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ 特別価格   

２，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ④において、商品④－

５について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ 特別価格   

２，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ④において、商品 

④－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ 特別価格   

２，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ④において、商品④－

５について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ 特別価

格２，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ④において、商品④－

５について、「割引キャンペ－ン延長！  １１月１４日迄の特別

価格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ 特別価格   

２，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ④において、商品 
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④－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ 特別価格   

２，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ④において、商品 

④－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ 特別価格   

２，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ④において、商品 

④－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ 特別価格   

２，９８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品④－５につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「３，６７２円」

と継続的に表示されていることからすると、「通常価格」と称する価

格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品④－５について販売された実

績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品④－５の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑹ 「北海道直送！ 海鮮尽くし数の子松前漬」と称する商品（以下

「商品④－６」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ④において、商品④－６

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す  通常価格３，９４２円  ７６２円ＯＦＦ！  特別価格   

３，１８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ④において、商品④－６

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す  通常価格３，９４２円  ７６２円ＯＦＦ！  特別価格   

３，１８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ④において、商品④－６

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す  通常価格３，９４２円  ７６２円ＯＦＦ！  特別価格   
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３，１８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ④において、商品④－

６について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格３，９４２円 ７６２円ＯＦＦ！ 特別価格  

３，１８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ④において、商品④－

６について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格３，９４２円 ７６２円ＯＦＦ！ 特別価格 

３，１８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ④において、商品 

④－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格３，９４２円 ７６２円ＯＦＦ！ 特別価格

３，１８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ④において、商品④－

６について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格３，９４２円 ７６２円 ＯＦＦ！ 特別価格 

３，１８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ④において、商品④－

６について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格３，９４２円 ７６２円ＯＦＦ！ 特別価格 

３，１８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ④において、商品 

④－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格３，９４２円 ７６２円ＯＦＦ！ 特別価格

３，１８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ④において、商品 

④－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格３，９４２円 ７６２円ＯＦＦ！ 特別価格

３，１８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ④において、商品 

④－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格３，９４２円 ７６２円ＯＦＦ！ 特別価格

３，１８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品④－６につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「３，９４２円」

と継続的に表示されていることからすると、「通常価格」と称する価
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格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品④－６について販売された実

績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品④－６の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑺ 「人気ベスト３！ 松前漬け詰め合わせセット」と称する商品（以

下「商品④－７」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ④において、商品④－７

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格４，５９０円 ９１０円ＯＦＦ！ お試しセット 

３，６８０円（税込） 通常価格１０，５８４円 ２，１０４円 

ＯＦＦ！ 詰め合わせ８，４８０円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ④において、商品④－７

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格４，５９０円 ９１０円ＯＦＦ！ お試しセット 

３，６８０円（税込） 通常価格１０，５８４円 ２，１０４円 

ＯＦＦ！ 詰め合わせ８，４８０円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ④において、商品④－７

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格４，５９０円 ９１０円ＯＦＦ！ お試しセット 

３，６８０円（税込） 通常価格１０，５８４円 ２，１０４円 

ＯＦＦ！ 詰め合わせ８，４８０円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ④において、商品④－

７について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格４，５９０円 ９１０円ＯＦＦ！ お試しセット

３，６８０円（税込） 通常価格１０，５８４円 ２，１０４円 

ＯＦＦ！ 詰め合わせ８，４８０円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ④において、商品④－

７について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格４，５９０円 ９１０円ＯＦＦ！ お試しセット

３，６８０円（税込） 通常価格１０，５８４円 ２，１０４円 

ＯＦＦ！ 詰め合わせ８，４８０円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ④において、商品 
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④－７について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格４，５９０円 ９１０円ＯＦＦ！ お試しセ

ット３，６８０円（税込） 通常価格１０，５８４円 ２，１０４

円ＯＦＦ！ 詰め合わせ８，４８０円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ④において、商品④－

７について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格４，５９０円 ９１０円ＯＦＦ！ お試しセット

３，６８０円（税込） 通常価格１０，５８４円 ２，１０４円 

ＯＦＦ！ 詰め合わせ８，４８０円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ④において、商品④－

７について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格４，５９０円 ９１０円ＯＦＦ！ お試しセット

３，６８０円（税込） 通常価格１０，５８４円 ２，１０４円 

ＯＦＦ！ 詰め合わせ８，４８０円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ④において、商品 

④－７について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格４，５９０円 ９１０円ＯＦＦ！ お試しセ

ット３，６８０円（税込） 通常価格１０，５８４円 ２，１０４

円ＯＦＦ！ 詰め合わせ８，４８０円（税込）」と表示していまし

た。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ④において、商品 

④－７について、「割引キャンペ－ン延長！  １１月２８日迄の

特別価格です 通常価格４，５９０円 ９１０円ＯＦＦ！ お試し

セット３，６８０円（税込） 通常価格    １０，５８４円 

２，１０４円ＯＦＦ！ 詰め合わせ８，４８０円（税込）」と表示

していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ④において、商品 

④－７について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格４，５９０円 ９１０円ＯＦＦ！ お試しセッ

ト３，６８０円（税込） 通常価格１０，５８４円 ２，１０４円

ＯＦＦ！ 詰め合わせ８，４８０円（税込）」と表示していまし

た。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品④－７につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 
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１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「４，５９０

円」、「１０，５８４円」と継続的に表示されていることからする

と、「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品

④－７について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品④－７の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑻ 「北海道寿都産！ 旨味凝縮真ホッケ開き」と称する商品（以下「商

品④－８」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ④において、商品④－８

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ ３枚入２，９８０

円（税込） 通常価格５，９４０円 １，１６０円ＯＦＦ！ ５枚

入４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ④において、商品④－８

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ ３枚入２，９８０

円（税込） 通常価格５，９４０円 １，１６０円ＯＦＦ！ ５枚

入４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ④において、商品④－８

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ ３枚入２，９８０

円（税込） 通常価格５，９４０円 １，１６０円ＯＦＦ！ ５枚

入４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ④において、商品④－

８について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です  通常価格３，６７２円  ６９２円ＯＦＦ！  ３枚入   

２，９８０円（税込） 通常価格５，９４０円 １，１６０円  

ＯＦＦ！ ５枚入４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ④において、商品④－

８について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ ３枚入  

２，９８０円（税込） 通常価格５，９４０円 １，１６０円  

ＯＦＦ！ ５枚入４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ④において、商品 

④－８について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ ３枚入

２，９８０円（税込） 通常価格５，９４０円 １，１６０円  
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ＯＦＦ！ ５枚入４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ④において、商品④－

８について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です  通常価格３，６７２円  ６９２円ＯＦＦ！  ３枚入   

２，９８０円（税込） 通常価格５，９４０円 １，１６０円  

ＯＦＦ！ ５枚入４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ④において、商品④－

８について、「割引キャンペ－ン延長！  １１月１４日迄の特別

価格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ ３枚入 

２，９８０円（税込） 通常価格５，９４０円 １，１６０円  

ＯＦＦ！ ５枚入４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ④において、商品 

④－８について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ ３枚入

２，９８０円（税込） 通常価格５，９４０円 １，１６０円  

ＯＦＦ！ ５枚入４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ④において、商品 

④－８について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ ３枚入

２，９８０円（税込） 通常価格５，９４０円 １，１６０円  

ＯＦＦ！ ５枚入４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ④において、商品 

④－８について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格３，６７２円 ６９２円ＯＦＦ！ ３枚入 

２，９８０円（税込） 通常価格５，９４０円 １，１６０円  

ＯＦＦ！ ５枚入４，７８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品④－８につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「３，６７２

円」、「５，９４０円」と継続的に表示されていることからすると、

「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品④－

８について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品④－８の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 
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⑼ 「肉厚で甘くぶりぶりの食感！ 北海道産ホタテ貝柱」と称する商品

（以下「商品④－９」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ④において、商品④－９

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格４，３２０円 ８４０円ＯＦＦ！ ５００ｇ入  

３，４８０円（税込） 通常価格８，４２４円 １，６２４円  

ＯＦＦ！ １ｋｇ入６，８００円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ④において、商品④－９

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格４，３２０円 ８４０円ＯＦＦ！ ５００ｇ入  

３，４８０円（税込） 通常価格８，４２４円 １，６２４円  

ＯＦＦ！ １ｋｇ入６，８００円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ④において、商品④－９

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格４，３２０円 ８４０円ＯＦＦ！ ５００ｇ入  

３，４８０円（税込） 通常価格８，４２４円 １，６２４円  

ＯＦＦ！ １ｋｇ入６，８００円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ④において、商品④－

９について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格４，３２０円 ８４０円ＯＦＦ！ ５００ｇ入 

３，４８０円（税込） 通常価格８，４２４円 １，６２４円  

ＯＦＦ！ １ｋｇ入６，８００円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ④において、商品④－

９について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格４，３２０円 ８４０円ＯＦＦ！ ５００ｇ入

３，４８０円（税込） 通常価格８，４２４円 １，６２４円  

ＯＦＦ！ １ｋｇ入６，８００円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ④において、商品 

④－９について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格４，３２０円 ８４０円ＯＦＦ！ ５００ｇ

入３，４８０円（税込） 通常価格８，４２４円 １，６２４円 

ＯＦＦ！ １ｋｇ入６，８００円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ④において、商品④－

９について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格４，３２０円 ８４０円ＯＦＦ！ ５００ｇ入 

３，４８０円（税込） 通常価格８，４２４円 １，６２４円  

ＯＦＦ！ １ｋｇ入６，８００円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ④において、商品④－

９について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格４，３２０円 ８４０円ＯＦＦ！ ５００ｇ入
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３，４８０円（税込） 通常価格８，４２４円 １，６２４円  

ＯＦＦ！ １ｋｇ入６，８００円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ④において、商品 

④－９について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格４，３２０円 ８４０円ＯＦＦ！ ５００ｇ

入３，４８０円（税込） 通常価格８，４２４円 １，６２４円 

ＯＦＦ！ １ｋｇ入６，８００円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ④において、商品 

④－９について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格４，３２０円 ８４０円ＯＦＦ！ ５００ｇ

入３，４８０円（税込） 通常価格８，４２４円 １，６２４円 

ＯＦＦ！ １ｋｇ入６，８００円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ④において、商品 

④－９について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格４，３２０円 ８４０円ＯＦＦ！ ５００ｇ入

３，４８０円（税込） 通常価格８，４２４円 １，６２４円  

ＯＦＦ！ １ｋｇ入６，８００円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品④－９につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「４，３２０

円」、「８，４２４円」と継続的に表示されていることからすると、

「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品④－

９について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品④－９の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑽ 「北海道直送！ 甘み溢れる豪華ボタン海老」と称する商品（以下

「商品④－１０」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ④において、商品④－ 

１０について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価

格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別価格

６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ④において、商品④－ 
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１０について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価

格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別価格

６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ④において、商品④－ 

１０について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価

格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別価格

６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ④において、商品④－

１０について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価

格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別価格

６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ④において、商品④－

１０について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別

価格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別価

格６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ④において、商品 

④－１０について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の

特別価格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特

別価格６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ④において、商品④－

１０について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価

格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別価格

６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ④において、商品④－

１０について、「割引キャンペ－ン延長！  １１月１４日迄の特

別価格です 通常価格８，６４０円    １，６６０円ＯＦＦ！ 

特別価格６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ④において、商品 

④－１０について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の

特別価格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特

別価格６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ④において、商品 

④－１０について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の

特別価格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特

別価格６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ④において、商品 

④－１０について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特

別価格です 通常価格８，６４０円 １，６６０円ＯＦＦ！ 特別

価格６，９８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品④－１０につ
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いて通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売してい

る価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「８，６４０円」

と継続的に表示されていることからすると、「通常価格」と称する価

格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品④－１０について販売された

実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品④－１０の取引条件について、実際のものよりも

取引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品

表示法第３０条第１項第２号）。 

 

 ５ ページ⑤について 

⑴ 「水揚日本一！ 天然あんこう鍋セット＜３～４人前＞」と称する商

品（以下「商品⑤－１」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－１

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格５，９４０円 １，１６０円ＯＦＦ！ 特別価格 

４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－１

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格５，９４０円 １，１６０円ＯＦＦ！ 特別価格 

４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－１

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ 特別価格 

４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ⑤において、商品⑤－

１について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ 特別価格

４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－

１について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ 特別価格

４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ 特別

価格４，９８０円（税込）」と表示していました。 
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(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－

１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ 特別価格

４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ⑤において、商品⑤－

１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ 特別価格

４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ 特別

価格４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ 特別

価格４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ 特別価

格４，９８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品⑤－１につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「５，９４０

円」、「６，１５６円」と継続的に表示されていることからすると、

「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品⑤－

１について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品⑤－１の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑵ 「水揚日本一！ 天然あんこう鍋セット＜４～５人前＞」と称する商

品（以下「商品⑤－２」といいます。）について 

 ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－２

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で
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す 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別価格 

５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－２

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別価格 

５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－２

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価格 

６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ⑤において、商品⑤－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価格

６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格８，１００円  １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価

格６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別

価格６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価格

６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ⑤において、商品⑤－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価格

６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別

価格６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別

価格６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価

格６，４８０円（税込）」と表示していました。 
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イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品⑤－２につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「７，４５２

円」、「８，１００円」と継続的に表示されていることからすると、

「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品⑤－

２について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品⑤－２の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑶ 「下関産！ 天然あんこう水炊きセット＜３～４人前＞」と称する商

品（以下「商品⑤－３」といいます。）について 

 ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－３

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格５，９４０円 １，１６０円ＯＦＦ！ 特別価格 

４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－３

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格５，９４０円 １，１６０円ＯＦＦ！ 特別価格 

４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－３

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ 特別価格 

４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ⑤において、商品⑤－

３について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ 特別価格

４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－

３について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格６，１５６円  １，１７６円ＯＦＦ！ 特別価

格４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特
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別価格です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ 特別

価格４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－

３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ 特別価格

４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ⑤において、商品⑤－

３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ 特別価格

４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ 特別

価格４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ 特別

価格４，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格６，１５６円 １，１７６円ＯＦＦ！ 特別価

格４，９８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品⑤－３につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「５，９４０

円」、「６，１５６円」と継続的に表示されていることからすると、

「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品⑤－

３について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品⑤－３の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑷ 「下関産！ 天然あんこう水炊きセット＜４～５人前＞」と称する商

品（以下「商品⑤－４」といいます。）について 

ア 表示内容 



 ６０  

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－４

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別価格 

５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－４

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別価格 

５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－４

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価格 

６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ⑤において、商品⑤－

４について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価格

６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－

４について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価格

６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別

価格６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－

４について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価格

６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ⑤において、商品⑤－

４について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価格

６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別

価格６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別

価格６，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別
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価格です 通常価格８，１００円 １，６２０円ＯＦＦ！ 特別価

格６，４８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品⑤－４につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「７，４５２

円」、「８，１００円」と継続的に表示されていることからすると、

「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品⑤－

４について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品⑤－４の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑸ 「水揚日本一！ 天然鮟鱇どぶ汁セット＜３～４人前＞」と称する商

品（以下「商品⑤－５」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－５

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格７，２３６円 １，４５６円ＯＦＦ！ 特別価格 

５，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－５

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格７，２３６円 １，４５６円ＯＦＦ！ 特別価格 

５，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－５

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別価格 

５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ⑤において、商品⑤－

５について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別価格

５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－

５について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別価格

５，９８０円（税込）」と表示していました。 
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(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別

価格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－

５について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別価格

５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ⑤において、商品⑤－

５について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別価格

５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別

価格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別

価格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格７，４５２円 １，４７２円ＯＦＦ！ 特別価

格５，９８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品⑤－５につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「７，２３６

円」、「７，４５２円」と継続的に表示されていることからすると、

「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品⑤－

５について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品⑤－５の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑹ 「水揚日本一！ 天然鮟鱇どぶ汁セット＜４～５人前＞」と称する商
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品（以下「商品⑤－６」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－６

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ 特別価格 

７，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－６

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ 特別価格 

７，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－６

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ 特別価格 

７，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ⑤において、商品⑤－

６について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ 特別価格

７，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－

６について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ 特別価格

７，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ 特別

価格７，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－

６について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ 特別価格

７，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ⑤において、商品⑤－

６について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ 特別価格

７，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ 特別

価格７，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ 特別

価格７，９８０円（税込）」と表示していました。 
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(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格９，９３６円 １，９５６円ＯＦＦ！ 特別価

格７，９８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品⑤－６につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「９，９３６円」

と継続的に表示されていることからすると、「通常価格」と称する価

格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品⑤－６について販売された実

績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品⑤－６の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑺ 「水揚日本一！ 下関産天然あんこう唐揚げ」と称する商品（以下

「商品⑤－７」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－７

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す  通常価格３，６７２円  ６９２円ＯＦＦ！  特別価格   

２，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－７

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す  通常価格３，６７２円  ６９２円ＯＦＦ！  特別価格   

２，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－７

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す  通常価格４，０５０円  ７７０円ＯＦＦ！  特別価格   

３，２８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ⑤において、商品⑤－

７について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格４，０５０円 ７７０円ＯＦＦ！ 特別価格  

３，２８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－

７について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価
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格です 通常価格４，０５０円 ７７０円ＯＦＦ！ 特別価格 

３，２８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－７について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格４，０５０円 ７７０円ＯＦＦ！ 特別価格

３，２８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－

７について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格４，０５０円 ７７０円ＯＦＦ！ 特別価格  

３，２８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ⑤において、商品⑤－

７について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格４，０５０円 ７７０円ＯＦＦ！ 特別価格 

３，２８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－７について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格４，０５０円 ７７０円ＯＦＦ！ 特別価格

３，２８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－７について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格４，０５０円 ７７０円ＯＦＦ！ 特別価格

３，２８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－７について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格４，０５０円 ７７０円ＯＦＦ！ 特別価格

３，２８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品⑤－７につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「３，６７２

円」、「４，０５０円」と継続的に表示されていることからすると、

「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品⑤－

７について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品⑤－７の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 
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⑻ 「水揚日本一！ 下関産天然あんこうフライ」と称する商品（以下

「商品⑤－８」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－８

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す  通常価格４，９６８円  ９８８円ＯＦＦ！  特別価格   

３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－８

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す  通常価格４，９６８円  ９８８円ＯＦＦ！  特別価格   

３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－８

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格５，２９２円 １，０１２円ＯＦＦ！ 特別価格 

４，２８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ⑤において、商品⑤－

８について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格５，２９２円 １，０１２円ＯＦＦ！ 特別価格

４，２８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－

８について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格５，２９２円 １，０１２円ＯＦＦ！ 特別価格

４，２８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－８について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格５，２９２円 １，０１２円ＯＦＦ！ 特別

価格４，２８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－

８について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格５，２９２円 １，０１２円ＯＦＦ！ 特別価格

４，２８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ⑤において、商品⑤－

８について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格５，２９２円 １，０１２円ＯＦＦ！ 特別価格

４，２８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－８について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格５，２９２円 １，０１２円ＯＦＦ！ 特別

価格４，２８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－８について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特
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別価格です 通常価格５，２９２円 １，０１２円ＯＦＦ！ 特別

価格４，２８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－８について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格５，２９２円 １，０１２円ＯＦＦ！ 特別価

格４，２８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品⑤－８につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「４，９６８

円」、「５，２９２円」と継続的に表示されていることからすると、

「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品⑤－

８について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品⑤－８の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑼ 「下関産天然あんこう唐揚げ＆フライ詰め合わせ」と称する商品

（以下「商品⑤－９」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－９

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す  通常価格４，３２０円  ８４０円ＯＦＦ！  特別価格   

３，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－９

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す  通常価格４，３２０円  ８４０円ＯＦＦ！  特別価格   

３，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－９

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す  通常価格４，６９８円  ９１８円ＯＦＦ！  特別価格   

３，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ⑤において、商品⑤－

９について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格４，６９８円 ９１８円ＯＦＦ！ 特別価格  

３，７８０円（税込）」と表示していました。 
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(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－

９について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格４，６９８円 ９１８円ＯＦＦ！ 特別価格 

３，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－９について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格４，６９８円 ９１８円ＯＦＦ！ 特別価格

３，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ⑤において、商品⑤－

９について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格４，６９８円 ９１８円ＯＦＦ！ 特別価格  

３，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ⑤において、商品⑤－

９について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格４，６９８円 ９１８円ＯＦＦ！ 特別価格 

３，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－９について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格４，６９８円 ９１８円ＯＦＦ！ 特別価格

３，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－９について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格４，６９８円 ９１８円ＯＦＦ！ 特別価格

３，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ⑤において、商品 

⑤－９について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格４，６９８円 ９１８円 ＯＦＦ！ 特別価格

３，７８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品⑤－９につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「４，３２０

円」、「４，６９８円」と継続的に表示されていることからすると、

「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品⑤－

９について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品⑤－９の取引条件について、実際のものよりも取
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引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

 ６ ページ⑥について 

⑴ 「静岡県産！ 鰻蒲焼き－ＳｅｉｓｈｏＲｏｍａｎ－」と称する商品

（以下「商品⑥－１」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－１

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格６，４００円 ５００円ＯＦＦ！ ２食入５，９８０

円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ ３食入

７，９８０円（税込）  通常価格１０，８００円 ８２０円   

ＯＦＦ！ ４食入９，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－１

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格６，４００円 ５００円ＯＦＦ！ ２食入５，９８０

円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ ３食入

７，９８０円（税込）  通常価格１０，８００円 ８２０円   

ＯＦＦ！ ４食入９，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－１

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格６，４００円 ５００円ＯＦＦ！ ２食入５，９８０

円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ ３食入

７，９８０円（税込）  通常価格１０，８００円 ８２０円   

ＯＦＦ！ ４食入９，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ⑥において、商品⑥－

１について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です  通常価格６，４００円  ５００円ＯＦＦ！  ２食入   

５，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

３食入７，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０円

ＯＦＦ！ ４食入９，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－

１について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格６，４００円 ５００円ＯＦＦ！ ２食入  

５，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

３食入７，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０円

ＯＦＦ！ ４食入９，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格６，４００円 ５００円ＯＦＦ！ ２食入

５，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

３食入７，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０円
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ＯＦＦ！ ４食入９，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－

１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です  通常価格６，４００円  ５００円ＯＦＦ！  ２食入   

５，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

３食入７，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０円

ＯＦＦ！ ４食入９，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ⑥において、商品⑥－

１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格６，４００円 ５００円ＯＦＦ！ ２食入  

５，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

３食入７，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０円

ＯＦＦ！ ４食入９，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格６，４００円 ５００円ＯＦＦ！ ２食入 

５，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

３食入７，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０円

ＯＦＦ！ ４食入９，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格６，４００円 ５００円ＯＦＦ！ ２食入

５，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

３食入７，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０円

ＯＦＦ！ ４食入９，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格６，４００円 ５００円ＯＦＦ！ ２食入 

５，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

３食入７，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０円

ＯＦＦ！ ４食入９，９８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品⑥－１につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「６，４００

円」、「８，６４０円」、「１０，８００円」と継続的に表示されて

いることからすると、「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイ

トにおいて、商品⑥－１について販売された実績があるとはいえない
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ものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品⑥－１の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑵ 「愛知県産！ うなぎ蒲焼きセット」と称する商品（以下「商品⑥－

２」といいます。）について 

 ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－２

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ３食入４，９８０

円（税込） 通常価格８，１００円 ６２０円ＯＦＦ！ ４食入

７，４８０円（税込） 通常価格９，７２０円 ７４０円ＯＦＦ！ 

５食入８，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０円

ＯＦＦ！ ６食入９，９８０円（税込） 通常価格１６，２００円 

１，２２０円ＯＦＦ！ ９食入１４，９８０円（送料無料）」と表

示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－２

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ３食入４，９８０

円（税込） 通常価格８，１００円 ６２０円ＯＦＦ！ ４食入

７，４８０円（税込） 通常価格９，７２０円 ７４０円ＯＦＦ！ 

５食入８，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０円

ＯＦＦ！ ６食入９，９８０円（税込） 通常価格１６，２００円 

１，２２０円ＯＦＦ！ ９食入１４，９８０円（送料無料）」と表

示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－２

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ３食入４，９８０

円（税込） 通常価格８，１００円 ６２０円ＯＦＦ！ ４食入

７，４８０円（税込） 通常価格９，７２０円 ７４０円ＯＦＦ！ 

５食入８，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０円

ＯＦＦ！ ６食入９，９８０円（税込） 通常価格１６，２００円 

１，２２０円ＯＦＦ！ ９食入１４，９８０円（送料無料）」と表

示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ⑥において、商品⑥－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です  通常価格５，４００円  ４２０円ＯＦＦ！  ３食入   

４，９８０円（税込） 通常価格８，１００円 ６２０円ＯＦＦ！ 

４食入７，４８０円（税込） 通常価格９，７２０円 ７４０円 
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ＯＦＦ！ ５食入８，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 

８２０円ＯＦＦ！ ６食入９，９８０円（税込）  通常価格   

１６，２００円 １，２２０円ＯＦＦ！ ９食入１４，９８０円

（送料無料）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ３食入  

４，９８０円（税込） 通常価格８，１００円 ６２０円ＯＦＦ！ 

４食入７，４８０円（税込） 通常価格９，７２０円 ７４０円 

ＯＦＦ！ ５食入８，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 

８２０円ＯＦＦ！ ６食入９，９８０円（税込）  通常価格   

１６，２００円 １，２２０円ＯＦＦ！ ９食入１４，９８０円

（送料無料）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ３食入

４，９８０円（税込） 通常価格８，１００円 ６２０円ＯＦＦ！ 

４食入７，４８０円（税込） 通常価格９，７２０円 ７４０円 

ＯＦＦ！ ５食入８，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 

８２０円ＯＦＦ！ ６食入９，９８０円（税込）  通常価格   

１６，２００円 １，２２０円ＯＦＦ！ ９食入１４，９８０円

（送料無料）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です  通常価格５，４００円  ４２０円ＯＦＦ！  ３食入   

４，９８０円（税込） 通常価格８，１００円 ６２０円ＯＦＦ！ 

４食入７，４８０円（税込） 通常価格９，７２０円 ７４０円 

ＯＦＦ！ ５食入８，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 

８２０円ＯＦＦ！ ６食入９，９８０円（税込）  通常価格   

１６，２００円 １，２２０円ＯＦＦ！ ９食入１４，９８０円

（送料無料）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ⑥において、商品⑥－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ３食入  

４，９８０円（税込） 通常価格８，１００円 ６２０円ＯＦＦ！ 

４食入７，４８０円（税込） 通常価格９，７２０円 ７４０円 

ＯＦＦ！ ５食入８，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 

８２０円ＯＦＦ！ ６食入９，９８０円（税込）  通常価格   

１６，２００円 １，２２０円ＯＦＦ！ ９食入１４，９８０円

（送料無料）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特
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別価格です 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ３食入

４，９８０円（税込） 通常価格８，１００円 ６２０円ＯＦＦ！ 

４食入７，４８０円（税込） 通常価格９，７２０円 ７４０円 

ＯＦＦ！ ５食入８，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 

８２０円ＯＦＦ！ ６食入９，９８０円（税込）  通常価格   

１６，２００円 １，２２０円ＯＦＦ！ ９食入１４，９８０円

（送料無料）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ３食入

４，９８０円（税込） 通常価格８，１００円 ６２０円ＯＦＦ！ 

４食入７，４８０円（税込） 通常価格９，７２０円 ７４０円 

ＯＦＦ！ ５食入８，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 

８２０円ＯＦＦ！ ６食入９，９８０円（税込）  通常価格   

１６，２００円 １，２２０円ＯＦＦ！ ９食入１４，９８０円

（送料無料）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ３食入 

４，９８０円（税込） 通常価格８，１００円 ６２０円ＯＦＦ！ 

４食入７，４８０円（税込） 通常価格９，７２０円 ７４０円 

ＯＦＦ！ ５食入８，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 

８２０円ＯＦＦ！ ６食入９，９８０円（税込）  通常価格   

１６，２００円 １，２２０円ＯＦＦ！ ９食入１４，９８０円

（送料無料）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品⑥－２につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「５，４００

円」、「８，１００円」、「９，７２０円」、「１０，８００円」、       

「１６，２００円」と継続的に表示されていることからすると、「通

常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品⑥－２に

ついて販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品⑥－２の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 
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⑶ 「愛知県産！ うなぎ串蒲焼きセット」と称する商品（以下「商品 

⑥－３」といいます。）について 

 ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－３

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す  通常価格１０，８００円  ８２０円ＯＦＦ！  ３串入   

９，９８０円（税込） 通常価格１３，５００円 １，０２０円 

ＯＦＦ！ ４串入１２，４８０円（税込） 通常価格１６，２００

円 １，２２０円ＯＦＦ！ ５串入１４，９８０円（送料無料）」

と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－３

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す  通常価格１０，８００円  ８２０円ＯＦＦ！  ３串入   

９，９８０円（税込） 通常価格１３，５００円 １，０２０円 

ＯＦＦ！ ４串入１２，４８０円（税込） 通常価格１６，２００

円 １，２２０円ＯＦＦ！ ５串入１４，９８０円（送料無料）」

と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－３

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す  通常価格１０，８００円  ８２０円ＯＦＦ！  ３串入   

９，９８０円（税込） 通常価格１３，５００円 １，０２０円 

ＯＦＦ！ ４串入１２，４８０円（税込） 通常価格１６，２００

円 １，２２０円ＯＦＦ！ ５串入１４，９８０円（送料無料）」

と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ⑥において、商品⑥－

３について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格１０，８００円 ８２０円ＯＦＦ！ ３串入  

９，９８０円（税込） 通常価格１３，５００円 １，０２０円 

ＯＦＦ！ ４串入１２，４８０円（税込） 通常価格１６，２００

円 １，２２０円ＯＦＦ！ ５串入１４，９８０円（送料無料）」

と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－

３について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格１０，８００円 ８２０円ＯＦＦ！ ３串入 

９，９８０円（税込） 通常価格１３，５００円 １，０２０円 

ＯＦＦ！ ４串入１２，４８０円（税込） 通常価格１６，２００

円 １，２２０円ＯＦＦ！ ５串入１４，９８０円（送料無料）」

と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格１０，８００円 ８２０円ＯＦＦ！ ３串入
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９，９８０円（税込） 通常価格１３，５００円 １，０２０円 

ＯＦＦ！ ４串入１２，４８０円（税込） 通常価格１６，２００

円 １，２２０円ＯＦＦ！ ５串入１４，９８０円（送料無料）」

と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－

３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格１０，８００円 ８２０円ＯＦＦ！ ３串入  

９，９８０円（税込） 通常価格１３，５００円 １，０２０円 

ＯＦＦ！ ４串入１２，４８０円（税込） 通常価格１６，２００

円 １，２２０円ＯＦＦ！ ５串入１４，９８０円（送料無料）」

と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ⑥において、商品⑥－

３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格１０，８００円 ８２０円ＯＦＦ！ ３串入 

９，９８０円（税込） 通常価格１３，５００円 １，０２０円 

ＯＦＦ！ ４串入１２，４８０円（税込） 通常価格１６，２００

円 １，２２０円ＯＦＦ！ ５串入１４，９８０円（送料無料）」

と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格１０，８００円 ８２０円ＯＦＦ！ ３串入

９，９８０円（税込） 通常価格１３，５００円 １，０２０円 

ＯＦＦ！ ４串入１２，４８０円（税込） 通常価格１６，２００

円 １，２２０円ＯＦＦ！ ５串入１４，９８０円（送料無料）」

と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格１０，８００円 ８２０円ＯＦＦ！ ３串入

９，９８０円（税込） 通常価格１３，５００円 １，０２０円 

ＯＦＦ！ ４串入１２，４８０円（税込） 通常価格１６，２００

円 １，２２０円ＯＦＦ！ ５串入１４，９８０円（送料無料）」

と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格１０，８００円 ８２０円ＯＦＦ！ ３串入

９，９８０円（税込） 通常価格１３，５００円 １，０２０円 

ＯＦＦ！ ４串入１２，４８０円（税込） 通常価格１６，２００

円 １，２２０円ＯＦＦ！ ５串入１４，９８０円（送料無料）」

と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品⑥－３につい
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て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「１０，８００

円」、「１３，５００円」、「１６，２００円」と継続的に表示され

ていることからすると、「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサ

イトにおいて、商品⑥－３について販売された実績があるとはいえな

いものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品⑥－３の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑷ 「国産うな丼と鰻肝煮セット」と称する商品（以下「商品⑥－４」と

いいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－４

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す  通常価格４，３２０円  ３４０円ＯＦＦ！  特別価格   

３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－４

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す  通常価格４，３２０円  ３４０円ＯＦＦ！  特別価格   

３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－４

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す  通常価格４，３２０円  ３４０円ＯＦＦ！  特別価格   

３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ⑥において、商品⑥－

４について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格４，３２０円 ３４０円ＯＦＦ！ 特別価格  

３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－

４について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格４，３２０円 ３４０円ＯＦＦ！ 特別価格 

３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格４，３２０円 ３４０円ＯＦＦ！ 特別価格

３，９８０円（税込）」と表示していました。 
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(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－

４について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格４，３２０円 ３４０円ＯＦＦ！ 特別価格  

３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ⑥において、商品⑥－

４について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格４，３２０円 ３４０円ＯＦＦ！ 特別価格 

３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格４，３２０円 ３４０円ＯＦＦ！ 特別価格

３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格４，３２０円 ３４０円ＯＦＦ！ 特別価格

３，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－４について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格４，３２０円 ３４０円ＯＦＦ！ 特別価格

３，９８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品⑥－４につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「４，３２０円」

と継続的に表示されていることからすると、「通常価格」と称する価

格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品⑥－４について販売された実

績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品⑥－４の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑸ 「国産うなぎ蒲焼きと鰻肝煮セット」と称する商品（以下「商品  

⑥－５」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－５

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で
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す 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ２食入４，９８０

円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ ３食入

７，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－５

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ２食入４，９８０

円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ ３食入

７，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－５

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ２食入４，９８０

円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ ３食入

７，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ⑥において、商品⑥－

５について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です  通常価格５，４００円  ４２０円ＯＦＦ！  ２食入   

４，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

３食入７，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－

５について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ２食入  

４，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

３食入７，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ２食入

４，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

３食入７，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－

５について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です  通常価格５，４００円  ４２０円ＯＦＦ！  ２食入   

４，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

３食入７，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ⑥において、商品⑥－

５について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ２食入  

４，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

３食入７，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ２食入

４，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 
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３食入７，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ２食入

４，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

３食入７，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－５について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ２食入 

４，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

３食入７，９８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品⑥－５につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「５，４００

円」、「８，６４０円」と継続的に表示されていることからすると、

「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品⑥－

５について販売された実績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品⑥－５の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑹ 「国産うなぎのひつまぶしセット」と称する商品（以下「商品⑥－

６」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－６

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ３食入４，９８０

円（税込） 通常価格６，４８０円 ５００円ＯＦＦ！ ４食入

５，９８０円（税込） 通常価格７，５６０円 ５８０円ＯＦＦ！ 

５食入６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－６

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ３食入４，９８０

円（税込） 通常価格６，４８０円 ５００円ＯＦＦ！ ４食入

５，９８０円（税込） 通常価格７，５６０円 ５８０円ＯＦＦ！ 
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５食入６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－６

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ３食入４，９８０

円（税込） 通常価格６，４８０円 ５００円ＯＦＦ！ ４食入

５，９８０円（税込） 通常価格７，５６０円 ５８０円ＯＦＦ！ 

５食入６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ⑥において、商品⑥－

６について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です  通常価格５，４００円  ４２０円ＯＦＦ！  ３食入   

４，９８０円（税込） 通常価格６，４８０円 ５００円ＯＦＦ！ 

４食入５，９８０円（税込） 通常価格７，５６０円 ５８０円 

ＯＦＦ！ ５食入６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－

６について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ３食入  

４，９８０円（税込） 通常価格６，４８０円 ５００円ＯＦＦ！ 

４食入５，９８０円（税込） 通常価格７，５６０円 ５８０円 

ＯＦＦ！ ５食入６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ３食入

４，９８０円（税込） 通常価格６，４８０円 ５００円ＯＦＦ！ 

４食入５，９８０円（税込） 通常価格７，５６０円 ５８０円 

ＯＦＦ！ ５食入６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－

６について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です  通常価格５，４００円  ４２０円ＯＦＦ！  ３食入   

４，９８０円（税込） 通常価格６，４８０円 ５００円ＯＦＦ！ 

４食入５，９８０円（税込） 通常価格７，５６０円 ５８０円 

ＯＦＦ！ ５食入６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ⑥において、商品⑥－

６について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ３食入  

４，９８０円（税込） 通常価格６，４８０円 ５００円ＯＦＦ！ 

４食入５，９８０円（税込） 通常価格７，５６０円 ５８０円 

ＯＦＦ！ ５食入６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ３食入

４，９８０円（税込） 通常価格６，４８０円 ５００円ＯＦＦ！ 

４食入５，９８０円（税込） 通常価格７，５６０円 ５８０円 
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ＯＦＦ！ ５食入６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ３食入

４，９８０円（税込） 通常価格６，４８０円 ５００円ＯＦＦ！ 

４食入５，９８０円（税込） 通常価格７，５６０円 ５８０円 

ＯＦＦ！ ５食入６，９８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－６について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格５，４００円 ４２０円ＯＦＦ！ ３食入 

４，９８０円（税込） 通常価格６，４８０円 ５００円ＯＦＦ！ 

４食入５，９８０円（税込） 通常価格７，５６０円 ５８０円 

ＯＦＦ！ ５食入６，９８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品⑥－６につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「５，４００

円」、「６，４８０円」、「７，５６０円」と継続的に表示されてい

ることからすると、「通常価格」と称する価格は、貴社ウェブサイト

において、商品⑥－６について販売された実績があるとはいえないも

のです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品⑥－６の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑺ 「国産うなぎ蒲焼き・ひつまぶしセット」と称する商品（以下「商

品⑥－７」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－７

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す  通常価格７，５６０円  ５８０円ＯＦＦ！  計４食入   

６，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

計５食入７，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０

円ＯＦＦ！  計６食入９，９８０円（税込）  通常価格     

１２，９６０円 ９８０円ＯＦＦ！ 計８食入１１，９８０円（税

込）」と表示していました。 
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(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－７

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す  通常価格７，５６０円  ５８０円ＯＦＦ！  計４食入   

６，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

計５食入７，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０

円ＯＦＦ！  計６食入９，９８０円（税込）  通常価格     

１２，９６０円 ９８０円ＯＦＦ！ 計８食入１１，９８０円（税

込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－７

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す  通常価格７，５６０円  ５８０円ＯＦＦ！  計４食入   

６，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

計５食入７，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０

円ＯＦＦ！  計６食入９，９８０円（税込）  通常価格     

１２，９６０円 ９８０円ＯＦＦ！ 計８食入１１，９８０円（税

込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ⑥において、商品⑥－

７について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格７，５６０円 ５８０円ＯＦＦ！ 計４食入  

６，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

計５食入７，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０

円ＯＦＦ！  計６食入９，９８０円（税込）  通常価格     

１２，９６０円 ９８０円ＯＦＦ！ 計８食入１１，９８０円（税

込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－

７について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格７，５６０円 ５８０円ＯＦＦ！ 計４食入 

６，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

計５食入７，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０

円ＯＦＦ！  計６食入９，９８０円（税込）  通常価格     

１２，９６０円 ９８０円ＯＦＦ！ 計８食入１１，９８０円（税

込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－７について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格７，５６０円 ５８０円ＯＦＦ！ 計４食入

６，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

計５食入７，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０

円ＯＦＦ！  計６食入９，９８０円（税込）  通常価格     

１２，９６０円 ９８０円ＯＦＦ！ 計８食入１１，９８０円（税

込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ⑥において、商品⑥－

７について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格
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です 通常価格７，５６０円 ５８０円ＯＦＦ！ 計４食入  

６，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

計５食入７，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０

円ＯＦＦ！  計６食入９，９８０円（税込）  通常価格     

１２，９６０円 ９８０円ＯＦＦ！ 計８食入１１，９８０円（税

込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ⑥において、商品⑥－

７について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格７，５６０円 ５８０円ＯＦＦ！ 計４食入 

６，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

計５食入７，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０

円ＯＦＦ！  計６食入９，９８０円（税込）  通常価格     

１２，９６０円 ９８０円ＯＦＦ！ 計８食入１１，９８０円（税

込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－７について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格７，５６０円 ５８０円ＯＦＦ！ 計４食入

６，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

計５食入７，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０

円ＯＦＦ！  計６食入  ９，９８０円（税込）  通常価格    

１２，９６０円 ９８０円ＯＦＦ！ 計８食入１１，９８０円（税

込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－７について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格７，５６０円 ５８０円ＯＦＦ！ 計４食入

６，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

計５食入７，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０

円ＯＦＦ！  計６食入９，９８０円（税込）  通常価格     

１２，９６０円 ９８０円ＯＦＦ！ 計８食入１１，９８０円（税

込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ⑥において、商品 

⑥－７について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格７，５６０円 ５８０円ＯＦＦ！ 計４食入

６，９８０円（税込） 通常価格８，６４０円 ６６０円ＯＦＦ！ 

計５食入７，９８０円（税込） 通常価格１０，８００円 ８２０

円ＯＦＦ！  計６食入９，９８０円（税込）  通常価格     

１２，９６０円 ９８０円ＯＦＦ！ 計８食入１１，９８０円（税

込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品⑥－７につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している
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価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「７，５６０

円」、「８，６４０円」、「１０，８００円」、「１２，９６０円」

と継続的に表示されていることからすると、「通常価格」と称する価

格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品⑥－７について販売された実

績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品⑥－７の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

 ７ ページ⑦について 

⑴ 「下関風！ 国産牛もつ鍋セット＜２人前＞」と称する商品（以下

「商品⑦－１」といいます。）について 

ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ⑦において、商品⑦－１

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す  通常価格３，４５６円  ６７６円ＯＦＦ！  特別価格   

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ⑦において、商品⑦－１

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す  通常価格３，４５６円  ６７６円ＯＦＦ！  特別価格   

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ⑦において、商品⑦－１

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す  通常価格３，４５６円  ６７６円ＯＦＦ！  特別価格   

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ⑦において、商品⑦－

１について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格  

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ⑦において、商品⑦－

１について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格 

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ⑦において、商品 

⑦－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格

２，７８０円（税込）」と表示していました。 
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(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ⑦において、商品⑦－

１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格  

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ⑦において、商品⑦－

１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格 

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ⑦において、商品 

⑦－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ⑦において、商品 

⑦－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ⑦において、商品 

⑦－１について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格３，４５６円 ６７６円ＯＦＦ！ 特別価格

２，７８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品⑦－１につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「３，４５６円」

と継続的に表示されていることからすると、「通常価格」と称する価

格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品⑦－１について販売された実

績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品⑦－１の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑵ 「下関風！ 国産牛もつ鍋セット＜３～４人前＞」と称する商品（以

下「商品⑦－２」といいます。）について 

 ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ⑦において、商品⑦－２

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で
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す 通常価格５，９４０円 １，１６０円ＯＦＦ！ 特別価格 

４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ⑦において、商品⑦－２

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す 通常価格５，９４０円 １，１６０円ＯＦＦ！ 特別価格 

４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ⑦において、商品⑦－２

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す 通常価格５，９４０円 １，１６０円ＯＦＦ！ 特別価格 

４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ⑦において、商品⑦－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格５，９４０円 １，１６０円ＯＦＦ！ 特別価格

４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ⑦において、商品⑦－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格５，９４０円 １，１６０円ＯＦＦ！ 特別価格

４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ⑦において、商品 

⑦－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特

別価格です 通常価格５，９４０円 １，１６０円ＯＦＦ！ 特別

価格４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ⑦において、商品⑦－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格５，９４０円 １，１６０円ＯＦＦ！ 特別価格

４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ⑦において、商品⑦－

２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格５，９４０円 １，１６０円ＯＦＦ！ 特別価格

４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ⑦において、商品 

⑦－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格５，９４０円 １，１６０円ＯＦＦ！ 特別

価格４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ⑦において、商品 

⑦－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格５，９４０円 １，１６０円ＯＦＦ！ 特別

価格４，７８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ⑦において、商品 

⑦－２について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格５，９４０円 １，１６０円ＯＦＦ！ 特別価

格４，７８０円（税込）」と表示していました。 
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イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品⑦－２につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「５，９４０円」

と継続的に表示されていることからすると、「通常価格」と称する価

格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品⑦－２について販売された実

績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品⑦－２の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

⑶ 「下関風！ 丸腸もつ鍋セット＜３～４人前＞」と称する商品（以下

「商品⑦－３」といいます。）について 

 ア 表示内容 

(ｱ) 貴社は、令和５年７月１日以降、ページ⑦において、商品⑦－３

について、「割引キャンペ－ン延長！ ７月３１日迄の特別価格で

す  通常価格４，３２０円  ８４０円ＯＦＦ！  特別価格   

３，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｲ) 貴社は、令和５年８月１日以降、ページ⑦において、商品⑦－３

について、「割引キャンペ－ン延長！ ８月３１日迄の特別価格で

す  通常価格４，３２０円  ８４０円ＯＦＦ！  特別価格   

３，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｳ) 貴社は、令和５年９月１日以降、ページ⑦において、商品⑦－３

について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月１５日迄の特別価格で

す  通常価格４，３２０円  ８４０円ＯＦＦ！  特別価格   

３，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｴ) 貴社は、令和５年９月１６日以降、ページ⑦において、商品⑦－

３について、「割引キャンペ－ン延長！ ９月３０日迄の特別価格

です 通常価格４，３２０円 ８４０円ＯＦＦ！ 特別価格  

３，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｵ) 貴社は、令和５年１０月１日以降、ページ⑦において、商品⑦－

３について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月１５日迄の特別価

格です 通常価格４，３２０円 ８４０円ＯＦＦ！ 特別価格 

３，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｶ) 貴社は、令和５年１０月１６日以降、ページ⑦において、商品 

⑦－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １０月３１日迄の特



 ８８  

別価格です 通常価格４，３２０円 ８４０円ＯＦＦ！ 特別価格

３，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｷ) 貴社は、令和５年１１月１日以降、ページ⑦において、商品⑦－

３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月７日迄の特別価格

です 通常価格４，３２０円 ８４０円ＯＦＦ！ 特別価格  

３，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｸ) 貴社は、令和５年１１月８日以降、ページ⑦において、商品⑦－

３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月１４日迄の特別価

格です 通常価格４，３２０円 ８４０円ＯＦＦ！ 特別価格 

３，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｹ) 貴社は、令和５年１１月１５日以降、ページ⑦において、商品 

⑦－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２１日迄の特

別価格です 通常価格４，３２０円 ８４０円ＯＦＦ！ 特別価格

３，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｺ) 貴社は、令和５年１１月２２日以降、ページ⑦において、商品 

⑦－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １１月２８日迄の特

別価格です 通常価格４，３２０円 ８４０円ＯＦＦ！ 特別価格

３，４８０円（税込）」と表示していました。 

(ｻ) 貴社は、令和５年１１月２９日以降、ページ⑦において、商品 

⑦－３について、「割引キャンペ－ン延長！ １２月５日迄の特別

価格です 通常価格４，３２０円 ８４０円ＯＦＦ！ 特別価格

３，４８０円（税込）」と表示していました。 

イ 一般消費者の認識 

前記ア(ｱ)ないし(ｻ)のいずれかの表示に接した一般消費者は、あた

かも、「通常価格」と称する価格が、貴社において商品⑦－３につい

て通常販売している価格であり、実際の価格が当該通常販売している

価格よりも安いものと認識します。 

ウ 実際 

実際には、前記アのとおり、遅くとも令和５年７月１日から同年 

１２月５日までの間、「通常価格」と称する価格が「４，３２０円」

と継続的に表示されていることからすると、「通常価格」と称する価

格は、貴社ウェブサイトにおいて、商品⑦－３について販売された実

績があるとはいえないものです。 

エ 小括 

貴社による前記アの表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対し、

貴社が供給する商品⑦－３の取引条件について、実際のものよりも取

引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示といえます（景品表

示法第３０条第１項第２号）。 

 

 ８ 令和５年１２月６日以降におけるページ１ないし７の表示内容について 

   当法人は、貴社が、令和５年１２月６日から令和６年１月５日までの間

におきましても、貴社ウェブサイトにおいて、前記１ないし７と同様の、



 ８９  

「通常価格」を比較対照価格とした二重価格表示を行っていたことについ

て、確認しております。 

 

第４ ご回答について 

前記第３で詳述したとおり、当法人は、貴社ウェブサイトにおける二重

価格表示が、景品表示法第３０条第１項第２項に該当する不当表示である

ものと考えております。 

つきましては、前記第２の当法人による申入れに対する貴社のお考えや

ご対応等につきまして、令和６年２月２９日までに文書にてご回答くださ

いますようお願いいたします。 

なお、ご回答の有無及び内容につきましては、当法人の活動目的のため、

公表させていただくことをあらかじめ申し添えます。 

以上 


